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合において、「押印についてのＱ＆Ａ」を参考にするこ

ととし、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を

削るものとすること。 

 

（二） 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める

場合にあっては、事業者に過度な負担が生じないよう配

慮し、必要以上の添付書類等を求めないものとするこ

と。 

合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19

日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削る

ものとすること。 

（二） 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める

場合にあっては、事業者に過度な負担が生じないよう配

慮し、必要以上の添付書類等を求めないものとするこ

と。 

２ 障害児通所給付費等 ２ 障害児通所給付費等 

（１） 児童発達支援給付費 

① 児童発達支援給付費の区分について 

児童発達支援給付費の区分については、こども家庭庁長官が

定める施設基準（平成24年厚生労働省告示第269号。以下「第

269号告示」という。）に規定する人員基準、時間区分、障害

児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、算定することとされ

ており、具体的には、次のとおりであること。 

なお、時間区分及び障害児の医療的ケア区分の取扱いは１の

（３の２）及び（４の２）を参照すること。 

（一） 通所報酬告示第１の１のイを算定する場合 

ア 児童発達支援センターであること。 

イ 児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の

総数が障害児の数を４で除して得た数以上であること。 

（削る。） 

 

（１） 児童発達支援給付費 

① 児童発達支援給付費の区分について 

児童発達支援給付費の区分については、厚生労働大臣が定め

る施設基準（平成24年厚生労働省告示第269号。以下「第269号

告示」という。）に規定する人員基準、障害児の障害種別及び

利用定員に応じ、算定することとされており、具体的には、次

のとおりであること。 

なお、障害児の医療的ケア区分等により、算定する単位が異

なるが、当該取扱いは１の（４の２）を参照すること。 

（一） 通所報酬告示第１の１のイを算定する場合 

ア （二）又は（三）に該当しない障害児であること。 

イ 児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の

総数が障害児の数を４で除して得た数以上であること。 

（二） 通所報酬告示第１の１のロを算定する場合 

ア 障害児が難聴児であること。 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

（二） 通所報酬告示第１の１のロ（１）（一）、（２）（一）、

又は（３）（一）を算定する場合 

ア 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援

を受けた重症心身障害児以外の障害児について算定するこ

と。 

イ 次の（ⅰ）及び（ⅱ）又は（ⅲ）に該当すること。 

（ⅰ） 指定通所基準第５条第１項の基準を満たしてい

ること。 

（ⅱ） 障害児のうち小学校就学前のものの占める割合

が70％以上であること。 

（ⅲ） 指定通所基準第５条第４項の基準を満たしてい

ること。 

（三） 通所報酬告示第１の１のロ（１）（二）、（２）（二）、

又は（３）（二）を算定する場合 

ア 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援

イ 児童指導員及び保育士、言語聴覚士並びに機能訓練担当

職員の員数の総数が障害児の数を４で除して得た数以上で

あること。ただし、言語聴覚士は４人以上であること。 

（三） 通所報酬告示第１の１のハを算定する場合 

ア 障害児が重症心身障害児であること。 

イ 看護職員、児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職

員の員数の総数が障害児の数を４で除して得た数以上であ

ること。ただし、看護職員、機能訓練担当職員はそれぞれ

１人以上であること。 

（四） 通所報酬告示第１の１のニ（１）を算定する場合 

 

ア （五）に該当しない障害児について算定すること。 

 

 

イ 次の（ⅰ）及び（ⅱ）又は（ⅲ）に該当すること。 

（ⅰ） 指定通所基準第５条第１項の基準を満たしてい

ること。 

（ⅱ） 障害児のうち小学校就学前のものの占める割合

が70％以上であること。 

（ⅲ） 指定通所基準第５条第４項の基準を満たしてい

ること。 

（四の二） 通所報酬告示第１の１のニ（２）を算定する場合 

 

ア （五）に該当しない障害児について算定すること。 
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を受けた重症心身障害児以外の障害児について算定するこ

と。 

イ 指定通所基準第５条第１項の基準を満たしていること。 

（四） 通所報酬告示第１の１のハを算定する場合 

ア 障害児が重症心身障害児であること。 

イ 指定通所基準第５条第４項の基準を満たしていること。 

（五） 通所報酬告示第１の１のニを算定する場合 

指定通所基準第54条の２に規定する共生型児童発達支

援の事業を行う事業所であること。 

（五の二） 通所報酬告示第１の１のホ（１）を算定する場合 

指定通所基準第54条の６から第54条の９までの規定に

よる基準に適合する基準該当児童発達支援事業所である

こと。 

（五の三） 通所報酬告示第１の１のホ（２）を算定する場合 

指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定に

よる基準該当児童発達支援事業所であること。 

（六） 営業時間が６時間未満に該当する場合の所定単位数の

算定について 

運営規程等に定める営業時間が６時間未満である場合

は、減算することとしているところであるが、以下のと

おり取り扱うこととする。 

ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間

は含まれないものであること。 

イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例え

 

 

イ 指定通所基準第５条第１項の基準を満たしていること。 

（五） 通所報酬告示第１の１のホを算定する場合 

ア 障害児が重症心身障害児であること。 

イ 指定通所基準第５条第４項の基準を満たしていること。 

（五の二） 通所報酬告示第１の１のヘを算定する場合 

指定通所基準第54条の２に規定する共生型児童発達支

援の事業を行う事業所であること。 

（五の三） 通所報酬告示第１の１のト（１）を算定する場合 

指定通所基準第54条の６から第54条の９までの規定に

よる基準に適合する基準該当児童発達支援事業所である

こと。 

（五の四） 通所報酬告示第１の１のト（２）を算定する場合 

指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定に

よる基準該当児童発達支援事業所であること。 

（六） 営業時間が６時間未満に該当する場合の所定単位数の

算定について 

運営規程等に定める営業時間が６時間未満である場合

は、減算することとしているところであるが、以下のと

おり取り扱うこととする。 

ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間

は含まれないものであること。 

イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例え
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ば、６時間以上開所しているが、障害児の事情等によりサ

ービス提供時間が６時間未満となった場合は、減算の対象

とならないこと。また、５時間開所しているが、利用者の

事情等によりサービス提供時間が４時間未満となった場合

は、４時間以上６時間未満の場合の割合を乗ずること。 

ウ 算定される単位数は４時間未満の場合は所定単位数の

100分の70とし、４時間以上６時間未満の場合には所定単

位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種

加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数

の合計数ではないことに留意すること。 

（七） 通所報酬告示第１の１のロに規定する報酬区分を判定

する際に用いる障害児の数について 

第１の１のロに規定する主として未就学児に対し指定

児童発達支援を行う場合の報酬区分を判定する際に用い

る障害児の数については、以下のとおり取り扱うことと

する。 

ア 当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日

をもって終わる年度とする。以下同じ。）の延べ利用人数

を用いる。 

イ 小学校就学前の障害児の当該年度の前年度の延べ利用人

数を、全障害児の延べ利用人数で除して得た数が70％以上

であること。 

なお、この割合の算出に当たっては、小数点第２位以下

を切り上げるものとする。 

ば、６時間以上開所しているが、障害児の事情等によりサ

ービス提供時間が６時間未満となった場合は、減算の対象

とならないこと。また、５時間開所しているが、利用者の

事情等によりサービス提供時間が４時間未満となった場合

は、４時間以上６時間未満の場合の割合を乗ずること。 

ウ 算定される単位数は４時間未満の場合は所定単位数の

100分の70とし、４時間以上６時間未満の場合には所定単

位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種

加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数

の合計数ではないことに留意すること。 

（七） 報酬区分を判定する際に用いる障害児の数について 

 

報酬区分を判定する際に用いる障害児の数について

は、以下のとおり取り扱うこととする。 

 

 

ア 当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日

をもって終わる年度とする。以下同じ。）の延べ利用人数

を用いる。 

イ （四）を算定するには、小学校就学前の障害児の当該年

度の前年度の延べ利用人数を、全障害児の延べ利用人数で

除して得た数が70％以上であること。 

なお、この割合の算出に当たっては、小数点第２位以下

を切り上げるものとする。 
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ウ 多機能型事業所における報酬区分については、障害児の

数を合算するのではなく、児童発達支援の報酬を算定して

いる障害児の延べ利用人数により算出すること。 

エ 新設、増改築等の場合の障害児の数については、 

（ⅰ） 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年

度において１年未満の実績しかない場合（前年度

の実績が全くない場合を含む。）の障害児の数は

、新設又は増改築等の時点から３月未満の間は、

新設又は増改築等の時点から体制届の提出までの

間の在籍者数（契約者数）に占める小学校就学前

の障害児の割合により報酬区分を判定することと

し、新設又は増改築の時点から３月以上１年未満

の間は、新設又は増改築の時点から３月における

障害児の延べ利用人数により算出すること。また

、新設又は増改築の時点から１年以上経過してい

る場合は、直近１年間における障害児の延べ利用

人数により算出すること。 

（ⅱ） 定員を減少する場合には、減少後の実績が３月

以上あるときは、減少後３月における障害児の延

べ利用人数により算出すること。 

（ⅲ） これにより難い合理的な理由がある場合であっ

て、都道府県知事（指定都市又は児童相談所設置

市においては、指定都市又は児童相談所設置市の

市長）が認めた場合には、他の適切な方法によ

ウ 多機能型事業所における報酬区分については、障害児の

数を合算するのではなく、児童発達支援の報酬を算定して

いる障害児の延べ利用人数により算出すること。 

エ 新設、増改築等の場合の障害児の数については、 

（ⅰ） 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年

度において１年未満の実績しかない場合（前年度

の実績が全くない場合を含む。）の障害児の数

は、新設又は増改築等の時点から３月未満の間

は、新設又は増改築等の時点から体制届の提出ま

での間の在籍者数（契約者数）に占める小学校就

学前の障害児の割合により報酬区分を判定するこ

ととし、新設又は増改築の時点から３月以上１年

未満の間は、新設又は増改築の時点から３月にお

ける障害児の延べ利用人数により算出すること。

また、新設又は増改築の時点から１年以上経過し

ている場合は、直近１年間における障害児の延べ

利用人数により算出すること。 

（ⅱ） 定員を減少する場合には、減少後の実績が３月

以上あるときは、減少後３月における障害児の延

べ利用人数により算出すること。 

（ⅲ） これにより難い合理的な理由がある場合であっ

て、都道府県知事（指定都市又は児童相談所設置

市においては、指定都市又は児童相談所設置市の

市長）が認めた場合には、他の適切な方法によ
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り、障害児の数を推定することができるものとす

る。 

り、障害児の数を推定することができるものとす

る。 

② 中核機能強化加算の取扱い 

通所報酬告示第１の注７の中核機能強化加算については、障

害児とその家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障

害児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域の障害児支

援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて

、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所、保

育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、障害児

とその家族に対する専門的な支援及び包括的な支援の提供に取

り組んだ場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこ

ととする。 

（一） 中核機能強化加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までの算定に当た

っては、基本要件として、以下のアからケまでに掲げるい

ずれの要件も満たすこと。 

ア 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援センタ

ーとして位置付けられていること。 

具体的には、所在する市町村と事前協議を行ったうえで

、当該加算の要件を満たすもの及び中核的機関として位置

付けられているものと市町村が認めていること。 

イ 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保している

こと。 

具体的には、市町村と定期的に情報共有の機会を設ける

ことや地域の協議会（こどもの専門部会を含む）へ参画す

③ 人工内耳装用児支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注７の人工内耳装用児支援加算につ

いては、指定児童発達支援事業所（主として難聴児を通わせる

児童発達支援センターに限る。）において、人工内耳を装用し

ている障害児に対して、指定児童発達支援を行った場合に加算

するものであること。 
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る等の取組を行っていること。 

地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を

算定する事業所が複数ある場合には、市町村及びこれらの

事業所間で日常的な相互連携を図ること。 

ウ 未就学から学齢期まで、幅広い発達段階及び多様な障害

特性に応じた専門的な発達支援及び家族支援を提供する体

制を確保していること。 

具体的には、指定放課後等デイサービスの指定を有しこ

れを実施することや、保育所等訪問支援等により学齢期の

児童への支援を行う等の取組を行っていること。 

エ 地域の障害児通所事業所との連携体制を確保しているこ

と。 

具体的には、地域の障害児通所支援事業所と定期的に情

報共有の機会を設けることや、児童発達支援センターの有

する知識・経験に基づき地域の障害児通所支援事業所に対

して研修会の開催や助言・援助を行う等の取組を行ってい

ること。 

オ インクルージョンの推進体制を確保していること。 

具体的には、指定保育所等訪問支援の指定を有しこれを

実施することや、地域の保育所等に対して助言援助等の支

援を行う等、障害児の併行通園や保育所等への移行等を推

進する取組を行っていること。 

カ 発達支援に関する入口としての相談機能を果たす体制を

確保していること。 
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具体的には、指定障害児相談支援を有しこれを実施する

こと、市町村から委託相談支援事業を受託すること、市町

村が行う発達支援の入口の相談と日常的な連携を図ること

等、地域の多様な障害児及び家族に対し早期の相談支援を

提供する取組を行っていること。 

キ 地域の障害児に対する支援体制の状況及びイからカまで

の取組の実施状況を年に１回以上公表していること。 

インターネット等を活用し、広く公表すること。なお、

地域の障害児に対する支援体制の状況については、市町村

及び地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算

を算定する事業所が複数ある場合にあっては他の加算取得

事業所との連携により、共同で作成・公表すること。 

ク 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね年

に１回以上受けていること。 

具体的には、運営基準に定められる自己評価を実施する

に当たり、自治体職員、利用児童や家族の代表、当事者団

体、地域の障害児通所支援事業所等の第三者の同席を求め

、客観的な意見を踏まえて自己評価を行っていること。 

第三者評価等、外部の評価機関による外部評価を受審し

ている場合は本要件を満たすものとする。 

ケ 児童発達支援センターの従業者に対する年間の研修計画

を作成し、当該計画に従い、年に１回以上研修を実施して

いること。この場合において、専門機関や専門家等による

研修の実施や、外部研修への参加を進めるなど、従業者の
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専門性の向上に努めること。なお、運営基準に定められて

いる身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のため

の研修等のみの実施の場合は本要件を満たさないものとす

る。 

（二） 通所給付費等単位数表第１の１の注７のイの中核機能

強化加算（Ⅰ）の算定にあたっては、（一）の基本要件及

び以下のアからウまでに掲げるいずれの要件も満たすこと

。 

ア 主として障害児及びその家族等に対する包括的な支援の

推進及び地域支援を行う中核機能強化職員として、児童発

達支援給付費の算定に必要とする員数（児童指導員等加配

加算又は専門的支援体制加算を算定している場合において

は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。）

に加え、主として（一）のイ、エ及びオの体制確保につい

て取り組む専門人材を常勤専任で１以上配置し、これらの

取組を行っていること。 

中核機能強化職員として配置する専門人材は、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指

導員又は心理担当職員であって、資格取得後（児童指導員

又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以

後）、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支

援の業務に従事した期間が通算して５年以上のものとする

こと。 

イ 主として専門的な発達支援及び相談支援を行う上で中心
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となる中核機能強化職員として、児童発達支援給付費の算

定に必要とする員数（児童指導員等加配加算又は専門支援

体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定

に必要となる従業者の員数を含む。また、アの専門人材を

含む）に加え、主として（一）のウ及びカの体制確保につ

いて取り組む専門人材を常勤専任で１以上配置し、当該取

組を行っていること。 

中核機能強化職員として配置する専門人材の要件は、ア

と同様であること。 

ウ 多職種連携が可能な体制の下で、幅広い発達段階や多様

な障害特性及び家族支援に対応するための専門的な支援の

提供を行うこと。 

具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、心理担当職員、保育士及び児童指導員を全て配置

し、これらの者が連携して障害児通所支援が行われている

こと。 

保育士及び児童指導員は、３年以上障害児通所支援又は

障害児入所支援の業務に従事した経験を有する者であるこ

と。当該経験は、資格取得又は当該職務として配置された

以後の経験に限らないものとする。 

これらの配置に当たっては、指定通所基準により配置す

べき従業者、児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算

により加配された者、ア又はイの中核機能強化職員の配置

によることができる。また、配置は常勤換算による配置を
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求めるが、配置すべき者に係る職種のうち２職種までは、

常勤換算でない配置によることも可能とする。さらに、同

一の者が複数の職種を有している場合には、常勤換算によ

る配置である場合に限り、２職種までは配置したものと評

価することを可能とする。 

例：同一法人内の他の施設に勤務する専門職の活用や理学

療法士及び言語聴覚士を非常勤で自事業所に勤務させる体

制を確保する場合は、これらの職種について配置したもの

と認められる。 

（三） 通所給付費等単位数表第１の１の注７のロの中核機能

強化加算（Ⅱ）の算定にあたっては、（一）の基本要件並

びに（二）のア及びイに掲げるいずれの要件も満たすこと

。 

（四） 通所給付費等単位数表第１の１の注７のハの中核機能

強化加算（Ⅲ）の算定にあたっては、（一）の基本要件及

び（二）のア又はイに掲げるいずれの要件も満たすこと。 

（五） 中核機能強化職員については、支援を提供する時間   

帯は事業所で支援に当たることを基本としつつ、支援の

質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたるこ

とができること。ただし、保育所等訪問支援の訪問支援

員との兼務はできないこと。 

（六） 中核機能強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）により、２以上の

中核機能強化職員を配置している場合にあっては、（二

）のア及びイに規定する業務の適切な実施の確保に留意
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した上で、当該２以上の中核機能強化職員が連携して（

二）のア及びイに規定する業務を一体的に実施すること

としても差し支えない。 

また、中核機能強化加算（Ⅲ）により、（二）のア又

はイのいずれかの業務を主として実施する１の中核機能

強化職員を配置している場合にあっては、残りのア又は

イのいずれかの業務についても、可能な限りあわせて取

り組むよう努めること。 

③ 中核機能強化事業所加算の取扱い 

通所報酬告示第１の注７の２の中核機能強化事業所加算につ

いては、障害児とその家族に対する支援の充実とあわせて、地

域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域

の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所

（児童発達支援センターを除く。）において、専門人材を配置

して、自治体や地域の障害児支援事業所、保育所等を含む関係

機関等との連携体制を確保しながら、障害児とその家族に対す

る専門的な支援及び包括的な支援の提供に取り組んだ場合に算

定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 以下のアからキまでに掲げるいずれの要件も満たすこ

と。 

ア 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援事業所

として位置付けられていること。 

具体的には、所在する市町村と事前協議を行ったうえで

、当該加算の要件を満たすもの及び中核的機関として位置

（新設） 
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付けられているものと市町村が認めていること。 

イ 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保している

こと。 

具体的には、市町村と定期的に情報共有の機会を設ける

ことや地域の協議会（こどもの専門部会を含む）へ参画す

る等の取組を行っていること。 

地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を

算定する事業所が複数ある場合には、市町村及びこれらの

事業所間で日常的な相互連携を図ること。 

ウ 専門的な発達支援及び家族支援を提供する体制を確保し

ていること。 

市町村が地域資源の状況も踏まえながら、特定の分野に

専門的な知識・経験を有する指定児童発達支援事業所を中

核的機関として位置付けることができるものとする。 

エ 地域の障害児通所事業所との連携、インクルージョンの

推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有

していること。 

市町村が地域資源の状況も踏まえながら、地域全体で中

核機能を提供できる支援体制を確保するために、地域の中

で本加算を算定する事業所に求められる役割に応じて、地

域の障害児通所事業所との連携、インクルージョンの推進

、早期の相談支援等のうち特定の役割を果たす機能を求め

ることができるものとする。 

オ 地域の障害児に対する支援体制の状況及びイからエまで
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の取組の実施状況を年に１回以上公表していること。 

インターネット等を活用し、広く公表すること。なお、

地域の障害児に対する支援体制の状況については、市町村

及び地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算

を算定する事業所が複数ある場合にあっては他の加算取得

事業所との連携により、共同で作成・公表すること。 

カ 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね年

に１回以上受けていること。 

具体的には、運営基準に定められる自己評価を実施する

に当たり、自治体職員、利用児童や家族の代表、当事者団

体、地域の障害児通所支援事業所等の第三者の同席を求め

、客観的な意見を踏まえて自己評価を行っていること。 

第三者評価等、外部の評価機関による外部評価を受審し

ている場合は本要件を満たすものとする。 

キ 主としてイからエまでの体制の確保等を行う中核機能強

化職員として、児童発達支援給付費の算定に必要とする員

数（児童指導員等加配加算又は専門支援体制加算を算定し

ている場合においては、当該加算の算定に必要となる従業

者の員数を含む。）に加え、専門人材を常勤専任で１以上

配置し、これらの取組を行っていること。 

中核機能強化職員として配置する専門人材は、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指

導員又は心理担当職員であって、資格取得後（児童指導員

又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以
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後）、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支

援の業務に従事した期間が通算して５年以上のものとする

こと。 

（二） 中核機能強化職員については、支援を提供する時間   

帯は事業所で支援に当たることを基本としつつ、支援の

質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたるこ

とができること。ただし、保育所等訪問支援の訪問支援

員との兼務はできないこと。 

④ 児童指導員等加配加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注８の児童指導員等加配加算は、指

定児童発達支援事業所において、常時見守りが必要な障害児へ

の支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する

助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費

の算定に必要とする員数（専門的支援体制加算を算定している

場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を

含む。）に加え、児童指導員等又はその他の従業者を１以上配

置し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、

以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 児童指導員等を加配している場合については、通所報

酬告示第１の１の注８のイの（１）から（４）まで、ロ

の（１）から（４）まで又はハの（１）から（４）まで

により、当該児童指導員等の児童福祉事業に従事した経

験年数（５年以上、５年未満）、配置形態（常勤専従、

それ以外）、利用定員の区分に応じ算定すること。 

④ 児童指導員等加配加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注８の児童指導員等加配加算は、指

定児童発達支援事業所において、常時見守りが必要な障害児へ

の支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援

の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする

員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者

を配置しているものとして都道府県知事に届け出た事業所につ

いて加算するものであるが、以下のとおり取り扱うこととす

る。 

 

（一） 通所報酬告示第１の１の注８のイを算定する場合 

以下のアからウまでのいずれも満たす場合に算定する

こと。 

ア 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発

達支援を提供していること。 

イ （二）又は（三）に該当しないこと。 
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児童指導員等とは、児童指導員、保育士、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳

者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員（公認心理

師、その他大学（短期大学を除く）若しくは大学院にお

いて、心理学科等を修了して卒業した者であって、個人

及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者に限る）、視覚障害児

支援担当職員（国立障害者リハビリテーションセンター

の学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した者若し

くはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技

術者の養成を行う研修を修了した者）、強度行動障害支

援者養成研修（基礎研修）修了者をいう。 

児童福祉事業に従事した経験年数については、幼稚

園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での

教育に従事した経験も含まれる。また、経験年数は、資

格取得又はその職種として配置された以後の経験に限ら

ないものであること。 

配置形態について、児童発達支援給付費の算定に必要

となる従業者の員数に加え１名以上を、 

・ 通所報酬告示第１の１の注８のイの（１）及び（２

）、ロの（１）及び（２）並びにハの（１）及び（２

）においては常勤専従により 

・ 通所報酬告示第１の１の注８のイの（３）及び（４

）、ロの（３）及び（４）並びにハの（３）及び（４

ウ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に

加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を

１名以上配置（常勤換算による算定）していること。 
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）においては常勤換算により 

配置していること。 

（二） その他の従業者を加配している場合については、通所

報酬告示第１の１の注８のイの（５）、ロの（５）、ハ

の（５）までにより、利用定員の区分に応じ算定するこ

と。 

配置形態については、児童発達支援給付費の算定に必

要となる従業者の員数に加え１名以上を常勤換算により

配置していること。 

 

（三） 多機能型事業所の場合における常勤の取扱い 

多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と

指定放課後等デイサービスの場合において、例えば、当

該指定児童発達支援の保育士と当該指定放課後等デイサ

ービスの保育士とを兼務している者は、これらの勤務時

間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満た

すこととなる。 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（二） 通所報酬告示第１の１の注８のロを算定する場合 

以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定するこ

と。 

ア 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおい

て難聴児に対し指定児童発達支援を提供していること。 

イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に

加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を

１名以上配置（常勤換算による算定）していること。 

（三） 通所報酬告示第１の１の注８のハを算定する場合 

以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定するこ

と。 

ア 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センタ

ーにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を提供

していること。 

イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に

加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を

１名以上配置（常勤換算による算定）していること。 

（四） 通所報酬告示第１の１の注８のニを算定する場合 

以下のアからウまでのいずれも満たす場合に算定する

こと。 

ア （五）に該当しないこと。 

イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四） 異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注８のイの（３）から（５）

加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を

１名以上配置（常勤換算による算定）していること。 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３

年厚生労働省令第10号。以下「令和３年度改正後指定通所

基準」という。）附則第６条による経過措置として障害福

祉サービス経験者を配置する事業所において、（１）又は

（２）を算定する場合にあっては、児童発達支援給付費の

算定に必要となる従業者の員数とイの加配職員の総数のう

ち、児童指導員等又は保育士を２名以上配置（常勤換算に

よる算定）していること。 

（五） 通所報酬告示第１の１の注８のホを算定する場合 

以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定するこ

と。 

ア 主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第６条の

２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設におい

て重症心身障害児に対し指定児童発達支援を提供している

こと。 

イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に

加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を

１名以上配置（常勤換算による算定）していること。 

（六） 異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い 

理学療法士等の加算を算定するに当たっては、理学療
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まで、ロの（３）から（５）まで並びにハの（３）から

（５）までを算定するに当たっては、児童指導員等又は

その他の従業者を１名以上配置（常勤換算による配置）

する必要がある。このとき、児童指導員等とその他の従

業者といった異なる職種の配置により常勤換算で１名以

上とすることも可能とする。 

児童指導員等とその他の従業者、また、経験年数５年

以上の者と５年未満の者のように、算定する報酬区分が

異なる場合は、以下のとおりとする。 

・ 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で１

名以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。 

・ 経験年数５年以上の児童指導員等とその他の従業者

により常勤換算で１名以上とする場合 その他の従業

者の報酬を算定。 

・ 経験年数５年以上の児童指導員等と経験年数５年未

満の児童指導員等により常勤換算で１名以上とする場

合 経験年数５年未満の児童指導員等の報酬を算定。 

（五） 本加算は常時見守りが必要な障害児への支援等の強化

を目的としていることから、算定の対象となる児童指導

員等及びその他の従業者については、サービス提供時間

帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする

こと。 

法士等を１名以上配置（常勤換算による算定）する必要

がある。このとき、理学療法士と作業療法士等異なる職

種の配置により常勤換算で１名以上とすることも可能と

する。 

 

 

なお、理学療法士等と児童指導員等のように、算定す

る報酬区分が異なる場合は、以下のとおりとする。 

 

・ 理学療法士等と児童指導員等により常勤換算で１名

以上とする場合 児童指導員等の報酬を算定。 

・ 理学療法士等とその他の従業者により常勤換算で１

名以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。 

・ 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で１

名以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。 

 

 

（新設） 

 

④の２ 専門的支援体制加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注９の専門的支援体制加算は、指定

④の２ 専門的支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注９の専門的支援加算は、指定児童
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児童発達支援事業所において、理学療法士等による支援が必要

な障害児への支援や、障害児の家族等に対して障害児との関わ

り方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るために、児童

発達支援給付費の算定に必要とする員数（児童指導員等加配加

算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要とな

る従業者の員数を含む。）に加え、理学療法士等を１以上配置

（常勤換算による配置）し、指定児童発達支援を行った場合に

算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、保育士（保育士として５年以上児童福祉事業に従

事したものに限る。）、児童指導員（児童指導員として

５年以上児童福祉事業に従事したものに限る。）、心理

担当職員、視覚障害児支援担当職員をいう。 

 

 

 

 

なお、通所報酬告示第１の１の注８の児童指導員等加

配加算と異なり、本加算では、 

・ 保育士及び児童指導員の経験年数については、保育

士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児

童福祉事業に従事した経験が必要となる点 

・ 当該経験には、特別支援学校、特別支援学級、通級

による指導での教育に従事した経験は含まれない点 

発達支援事業所において、理学療法士等（保育士にあっては、

５年以上児童福祉事業に従事した者に限る。）による支援が必

要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導

を行う等専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付

費の算定に必要とする員数及び通所報酬告示第１の１の注８の

加算の算定に必要となる理学療法士等、児童指導員等又はその

他の従業者に加え、理学療法士等（保育士にあっては、５年以

上児童福祉事業に従事した者に限る。）又は５年以上児童福祉

事業に従事した児童指導員を配置（常勤換算による算定）して

いるものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算す

るものである。 

指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの多機能型

事業所（指定通所基準第80条に規定する従業者の員数等に関す

る特例によらない多機能型事業所を除く。）では、指定放課後

等デイサービスに従事している時間も、常勤換算に含めること

ができるものとする。 

異なる職種により常勤換算で１名以上配置する場合の取扱い

は③の（六）を準用する。 

なお、通所報酬告示第１の１の注８の加算と異なり、本加算

では、保育士及び児童指導員については、保育士又は児童指導

員としての資格の取得から５年以上児童福祉事業に従事した経

験が必要となる点に留意されたい。 
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に留意されたい。 

（二） 多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と

指定放課後等デイサービスの場合において、例えば、当

該指定児童発達支援の保育士と当該指定放課後等デイサ

ービスの保育士とを兼務している者は、これらの勤務時

間の合計が所定の時間に達していれば、常勤換算要件を

満たすこととなる。 

（三） 本加算は、通所支援計画を作成していない場合、当該

作成していない障害児については算定できないこととす

る。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

また、本加算は、通所支援計画を作成していない場合、当該

作成していない障害児については算定できないこととする。 

④の３ 看護職員加配加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注10の看護職員加配加算については

、次のとおり取り扱うこととする。 

（一） 看護職員加配加算（Ⅰ） 

以下のア及びイを満たす場合に算定すること。 

ア 主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第６条の

２の２第２項に規定する内閣府令で定める施設にあっては

、指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を１名以上

配置（常勤換算による配置）し、医療的ケア児のそれぞれ

の医療的ケアスコアを合計した数が40点以上であるものと

して都道府県知事に届け出た事業所について加算するもの

であること。 

 

イ 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供すること

④の３ 看護職員加配加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注10の看護職員加配加算について

は、次のとおり取り扱うこととする。 

（一） 看護職員加配加算（Ⅰ） 

以下のア及びイを満たす場合に算定すること。 

ア 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センタ

ー又は主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第６

条の２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設に

あっては、指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を

１名以上配置（常勤換算による算定）し、医療的ケア児の

それぞれの医療的ケアスコアを合計した数が40点以上であ

るものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算

するものであること。 

イ 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供すること
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ができる旨を公表していること。なお、公表方法について

は、インターネットの利用その他の方法により広く公表す

るものであること。 

（二） 看護職員加配加算（Ⅱ） 

以下のア及びイを満たす場合に算定すること。 

ア 主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第６条の

２の２第２項に規定する内閣府令で定める施設にあっては

、指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を２名以上

配置（常勤換算による配置）し、医療的ケア児のそれぞれ

の医療的ケアスコアを合計した数が72点以上であるものと

して都道府県知事に届け出た事業所について加算するもの

であること。 

 

イ 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供すること

ができる旨を公表していること。なお、公表方法について

は、インターネットの利用その他の方法により広く公表す

るものであること。 

（三） （一）及び（二）については、いずれか１つを算定す

るものであること。 

（四） （一）及び（二）における障害児の医療的ケアスコア

の合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り

扱うこととする。 

ア 当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日

をもって終わる年度とする。以下同じ。）の医療的ケア児

ができる旨を公表していること。なお、公表方法について

は、インターネットの利用その他の方法により広く公表す

るものであること。 

（二） 看護職員加配加算（Ⅱ） 

以下のア及びイを満たす場合に算定すること。 

ア 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センタ

ー又は主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第６

条の２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設に

あっては、指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を

２名以上配置（常勤換算による算定）し、医療的ケア児の

それぞれの医療的ケアスコアを合計した数が72点以上であ

るものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算

するものであること。 

イ 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供すること

ができる旨を公表していること。なお、公表方法について

は、インターネットの利用その他の方法により広く公表す

るものであること。 

（三） （一）及び（二）については、いずれか１つを算定す

るものであること。 

（四） （一）及び（二）における障害児の医療的ケアスコア

の合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り

扱うこととする。 

ア 当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日

をもって終わる年度とする。以下同じ。）の医療的ケア児
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の利用日数と医療的ケアスコアを用いる。 

イ 当該指定児童発達支援事業所を利用する医療的ケア児の

それぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児の当該

年度の前年度の延べ利用日数を乗じ、当該数を当該前年度

の開所日数で除して得た数とする。 

なお、この割合の算出に当たっては、小数点第２位以下

を切り上げるものとする。 

ウ 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所

における医療的ケア児については、医療的ケアスコアを合

算して算出すること。 

エ 新設、増改築等（現に存する事業所であって直近1か年

に看護職員加配加算を算定していないものを含む。以下こ

のエにおいて同じ。）の場合の医療的ケアスコアについて

は、 

（ⅰ） 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年

度において１年未満の実績しかない場合（前年度

の実績が全くない場合を含む。）の医療的ケアス

コアの数は、新設又は増改築等の時点から３月未

満の間は、新設又は増改築等の時点から体制届の

提出までの間の在籍者数（契約者数）のうち、医

療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアを合計

した数により判断することとし、新設又は増改築

の時点から３月以上１年未満の間は、新設又は増

改築の時点から３月間における医療的ケア児のそ

の利用日数と医療的ケアスコアを用いる。 

イ 当該指定児童発達支援事業所を利用する医療的ケア児の

それぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児の当該

年度の前年度の延べ利用日数を乗じ、当該数を当該前年度

の開所日数で除して得た数とする。 

なお、この割合の算出に当たっては、小数点第２位以下

を切り上げるものとする。 

ウ 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所

における医療的ケア児については、医療的ケアスコアを合

算して算出すること。 

エ 新設、増改築等（現に存する事業所であって直近1か年

に看護職員加配加算を算定していないものを含む。以下こ

のエにおいて同じ。）の場合の医療的ケアスコアについて

は、 

（ⅰ） 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年

度において１年未満の実績しかない場合（前年度

の実績が全くない場合を含む。）の医療的ケアス

コアの数は、新設又は増改築等の時点から３月未

満の間は、新設又は増改築等の時点から体制届の

提出までの間の在籍者数（契約者数）のうち、医

療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアを合計

した数により判断することとし、新設又は増改築

の時点から３月以上１年未満の間は、新設又は増

改築の時点から３月間における医療的ケア児のそ
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れぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児

の延べ利用日数を乗じ、当該数を３月間の開所日

数で除して得た数とする。また、新設又は増改築

の時点から１年以上経過している場合は、直近１

年間における医療的ケア児のそれぞれの医療的ケ

アスコアに、当該医療的ケア児の延べ利用日数を

乗じ、当該数を１年間の開所日数で除して得た数

とする。 

（ⅱ） 定員を減少する場合には、減少後の実績が３月

以上あるときは、減少後３月における医療的ケア

児のそれぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的

ケア児の延べ利用日数を乗じ、当該数を３月間の

開所日数で除して得た数とする。 

（ⅲ） これにより難い合理的な理由がある場合であっ

て、都道府県知事が認めた場合には、他の適切な

方法により、障害児の数を推定することができる

ものとする。 

 

 

（削る） 

 

れぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児

の延べ利用日数を乗じ、当該数を３月間の開所日

数で除して得た数とする。また、新設又は増改築

の時点から１年以上経過している場合は、直近１

年間における医療的ケア児のそれぞれの医療的ケ

アスコアに、当該医療的ケア児の延べ利用日数を

乗じ、当該数を１年間の開所日数で除して得た数

とする。 

（ⅱ） 定員を減少する場合には、減少後の実績が３月

以上あるときは、減少後３月における医療的ケア

児のそれぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的

ケア児の延べ利用日数を乗じ、当該数を３月間の

開所日数で除して得た数とする。 

（ⅲ） これにより難い合理的な理由がある場合であっ

て、都道府県知事（指定都市又は児童相談所設置

市においては、指定都市又は児童相談所設置市の

市長）が認めた場合には、他の適切な方法によ

り、障害児の数を推定することができるものとす

る。 

オ 令和３年４月から令和４年６月30日までの間は、「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改

正する告示」第28条による改正前の別表第一（以下、「旧
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医療的ケアスコア表」という。）から、医療的ケアスコア

に切り替える期間となるため、アからエの計算を行うに当

たっては、旧医療的ケアスコア表（令和２年度以降に作成

されたものに限る。）をもとに、新判定スコアの「基本ス

コア」を判定して算出した点数と、医療的ケアスコアを合

算して取り扱って差し支えないものとする。 

④の４ 共生型サービス体制強化加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注11の共生型サービス体制強化加算

については、次のとおり取り扱うこととする。 

（一） 通所報酬告示第１の１の注11のイを算定する場合 

児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員を

それぞれ１名以上配置（いずれも兼務可）し、地域に貢

献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け

出た事業所について加算するものであること。 

（二） 通所報酬告示第１の１の注11のロを算定する場合 

児童発達支援管理責任者を１名以上配置（兼務可）し

、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県

知事に届け出た事業所について加算するものであること

。 

（三） 通所報酬告示第１の１の注11のハを算定する場合 

保育士又は児童指導員を１名以上配置（いずれも兼務

可）し、地域に貢献する活動を行っているものとして都

道府県知事に届け出た事業所について加算するものであ

ること。 

④の４ 共生型サービス体制強化加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注11の共生型サービス体制強化加算

については、次のとおり取り扱うこととする。 

（一） 通所報酬告示第１の１の注11のイを算定する場合 

児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員を

それぞれ１名以上配置（いずれも兼務可）し、地域に貢

献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け

出た事業所について加算するものであること。 

（二） 通所報酬告示第１の１の注11のロを算定する場合 

児童発達支援管理責任者を１名以上配置（兼務可）

し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府

県知事に届け出た事業所について加算するものであるこ

と。 

（三） 通所報酬告示第１の１の注11のハを算定する場合 

保育士又は児童指導員を１名以上配置（いずれも兼務

可）し、地域に貢献する活動を行っているものとして都

道府県知事に届け出た事業所について加算するものであ

ること。 
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（四） 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペ

ースや交流会等）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の

設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の

開催」、「地域のボランティアの受入や活動（保育所等

における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地

域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康

相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持

つためのものとするよう努めること。 

（五） （一）から（三）までについては、いずれか１つを算

定するものであること。 

（四） 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペ

ースや交流会等）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設

置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開

催」、「地域のボランティアの受入や活動（保育所等にお

ける清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民

が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教

室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つため

のものとするよう努めること。 

（五） （一）から（三）については、いずれか１つを算定す

るものであること。 

⑤ 家族支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の２の家族支援加算については、障害児の

家族（障害児のきょうだいを含む。以下この⑤において同

じ。）等に対して、個別又はグループにより、相談援助等を行

った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うことと

する。 

 

（一） 家族支援加算（Ⅰ）（個別の相談援助） 

ア 通所報酬告示第１の１の２のイについては、あらかじめ

通所給付決定保護者の同意を得て、通所支援計画に位置付

けた上で、計画的に、従業者が、 

（１）は障害児の家族等の居宅を訪問し、 

（２）は指定児童発達支援事業所において対面により、 

（３）はテレビ電話装置等を活用して、 

⑤ 家庭連携加算の取扱い 

通所報酬告示第１の２の家庭連携加算については、障害児の

通所給付決定保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点か

ら、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児

の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の

支援を行った場合に、１回の訪問に要した時間に応じ、算定す

るものであること。 

（新設） 
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障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児

との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、

（１）から（３）全体として１日につき１回および１月に

つき４回を限度として、算定するものであること。 

なお、指定児童発達支援に係る本加算の算定に当たって

は、（１）から（３）のいずれについても、指定児童発達

支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合におい

ても算定できること。また、当該障害児に指定児童発達支

援を提供しない月においては算定することはできないこ

と。 

イ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。た

だし、（１）について、家族等の状況を勘案して短時間で

も相談援助を行う必要がある場合又は家族側の事情により

30分未満となる場合はこの限りではないこと。 

ウ 通所報酬告示第１の１の２のイの（３）の算定に当たっ

ては、使用する機器等については特に定めはないが、原

則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握でき

る状況で実施すること。ただし、相談者の通信環境等によ

り、やむを得ない場合には表情等の確認が難しい機器（例

えば電話等）を使用することでも差し支えない。なお、相

談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する

等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に

家族等の通信環境について確認する等十分に配慮するこ

と。 
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エ 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合で

も算定可能であるが、相談援助の内容に応じて、障害児の

状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談

の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努め

ること。また、相談援助を行うに当たっては、障害児及び

その家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮す

ること。 

オ 指定児童発達支援事業所以外の場において対面で個別に

相談援助を行った場合は通所報酬告示第１の１の２のイ

（２）を算定すること。 

なお、保育所又は学校等（以下「保育所等」という。）

といった当該障害児が長時間所在する場所において支援を

行うことが効果的であると認められる場合については、当

該保育所等及び通所給付決定保護者の同意を得た上で、当

該保育所等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談

援助等の支援を行った場合についても本加算を算定して差

し支えない。この場合、当該支援を行う際には、保育所等

の職員（当該障害児に対し、常時接する者）との緊密な連

携を図ること。 

また、本加算は通所支援計画に位置付けた上で計画的に

相談援助を行った場合に算定するものであり、突発的に生

じる相談援助（例えば、家族等からの電話に対応する場

合）は対象とならないことに留意すること。 

カ 相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、保育所又は学校等（以下「保育所等」という。）の当

該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果

的であると認められる場合については、当該保育所等及び通所

給付決定保護者の同意を得た上で、当該保育所等を訪問し、障

害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に

は、この加算を算定して差し支えない。この場合、当該支援を

行う際には、保育所等の職員（当該障害児に対し、常時接する

者）との緊密な連携を図ること。 
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談内容の要点に関する記録を行うこと。 

（二） 家族支援加算（Ⅱ）（グループの相談援助） 

ア 通所報酬告示第１の１の２のロについては、あらかじめ

通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付け

た上で、計画的に、従業者が、 

（１）は指定児童発達支援事業所において対面により、 

（２）はテレビ電話装置等を活用して、 

障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児

との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、

（１）及び（２）全体として１日につき１回および１月に

つき４回を限度として、算定するものであること。 

なお、指定児童発達支援に係る本加算の算定に当たって

は、（１）及び（２）のいずれについても、指定児童発達

支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合におい

ても算定できること。また、当該障害児に指定児童発達支

援を提供しない月においては算定することはできないこ

と。 

イ 相談援助を行う対象者は、２人から８人までを１組とし

て行うものとする。なお、障害児及びその家族等が、同一

世帯から複数人参加する場合は、１として数えるものとす

る。 

ウ グループの相談援助は、ペアレントトレーニングや保護

者同士のピアの取組の実施によることが想定される。この

ため、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に関す

 

（新設） 
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る一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい。 

エ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。 

オ 通所報酬告示第１の１の２のロの（２）の算定に当たっ

ては、使用する機器等については特に定めはないが、原

則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握でき

る状況で実施すること。なお、相談援助を行うに当たり、

通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等

に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境につい

て確認する等十分に配慮すること。 

カ 家族支援加算（Ⅰ）のエ及びカを準用する。 

（三） 家族支援加算（Ⅰ）と（Ⅱ）は同一の日に実施した場

合であっても、それぞれ算定できること。 

（四） 指定児童発達支援と指定放課後等デイサービス、指定

居宅訪問型児童発達支援又は指定保育所等訪問支援を一

体的に行う多機能型事業所であって、指定児童発達支援

事業所を利用している障害児にあっては、指定放課後等

デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援又は指定保

育所等訪問支援を利用して本加算を算定する場合には、

同一の障害児に係る家族等への相談援助について、各サ

ービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものと

し、その合計回数は月４回を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

⑥ 子育てサポート加算の取扱い 

通所報酬告示第１の２の２の子育てサポート加算については

、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる

⑥ 事業所内相談支援加算（Ⅰ）の取扱い 

通所報酬告示第１の２の２のイの事業所内相談支援加算

（Ⅰ）については、次のとおり取り扱うこととする。 
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観点から、家族等に対して、障害児への指定児童発達支援とあ

わせて、障害児の支援場面の観察や当該場面に参加する等の機

会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関

わり方等に関する相談援助等の支援を行った場合に、月４回に

限り、算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする

。 

（一） あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、従

業者が通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること

。 

 

 

 

 

 

（二） 指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等

が直接支援場面の観察や参加等をしていること。ただし

、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席す

ることが難しい場合には、マジックミラー越しやモニタ

ーによる視聴により、支援場面を観察しながら、障害児

に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等

を行っても差し支えないものとする。 

（三） それぞれの障害児及び家族等の状態に応じて、当該障

害児及び家族等と、支援を行う従業者とが、協働して取

り組んでいくことが重要であることから、支援場面の観

 

 

 

 

 

 

（一） あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障

害児及びその家族等に対して、障害児への療育に関する

相談援助を行った場合（次のア又はイのいずれかに該当

する場合を除く。）に月１回に限り、算定するものであ

ること。 

ア 相談援助が30分に満たない場合 

イ 同一日に相談援助を行い、家庭連携加算又は事業所内相

談支援加算（Ⅱ）を算定している場合 

（二） 相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び

相談内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

 

 

 

 

（三） 相談援助を行うに当たっては、必ずしも事業所内で行

う必要はないが、障害児及びその家族等が相談しやすい

よう周囲の環境等に十分配慮すること。 
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察や当該場面に参加する等の機会を提供する際に、支援

を行う従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児

及び家族等に対する一斉指示、家族等へ障害児に対して

行った支援内容を報告するのみではなく、それぞれの障

害児及び家族等ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状

況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々

の障害児及び家族等にあわせて丁寧に支援を行うこと。 

（四） 複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う

場合には、それぞれの障害児及び家族ごとの状態に応じ

た支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。この

場合において、従業者１人があわせて行う相談援助は、

最大５世帯程度までを基本とすること。 

 

 

 

 

（五） 支援場面に参加する等の機会の提供及び家族等への相

談援助を行った場合には、障害児及び家族等ごとに当該

機会の提供及び相談援助を行った日時及びその内容の要

点に関する記録を作成すること。 

（六） 子育てサポート加算と家族支援加算を同日に算定する

ことは可能であるが、子育てサポート加算を算定する時

間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定で

きないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（四） 相談援助の内容から、障害児を同席させることが望ま

しくない場合等、当該障害児の通所給付決定保護者のみ

を対象としても、障害児への療育に関する相談援助が可

能な場合は、通所給付決定保護者のみに相談援助を行う

ことをもって算定できるものとする。なお、本加算は障

害児に児童発達支援事業所において児童発達支援を行っ

た日と異なる日に相談援助を実施した場合も算定できる

ものとする。ただし、当該障害児に児童発達支援を提供

していない月においては算定できないものとする。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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（削る） 

 

⑥の２ 事業所内相談支援加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第１の２の２のロの事業所内相談支援加算

（Ⅱ）については、次のとおり取り扱うこととする。 

（一） あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障

害児及びその家族等に対して、障害児への療育に関する

相談援助を、当該障害児以外の障害児及びその家族等と

合わせて行った場合（次のア又はイに該当する場合を除

く。）に月１回に限り、算定するものであること。 

ア 相談援助が30分に満たない場合 

イ 同一日に相談援助を行い、家庭連携加算又は事業所内相

談支援加算（Ⅰ）を算定している場合 

（二） 相談援助を行う対象者は、２人から８人までを1組と

して行うものとする。なお、障害児及びその家族等が、

同一世帯から複数人参加する場合は、1として数えるも

のとする。 

（三） ⑥の（二）から（四）を準用する。 

⑦ 食事提供加算の取扱い 

通所報酬告示第１の３の食事提供加算については、低所得者

・中所得者世帯の障害児に対して、令和９年３月31日までの間

、障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を

行う場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものと

する。 

（一） 食事提供加算（Ⅰ）の算定については、以下のいずれ

も満たすこと。 

⑦ 食事提供加算の取扱い 
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ア 児童発達支援センターの調理室において調理された食事

を提供していること。原則として当該施設が自ら調理し、

提供することとするが、食事の提供に関する業務を当該施

設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えな

い。ただし、当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を

使用して調理させる場合に限り、施設外で調理し、搬入す

る方法は認められないものであること。また、出前の方法

や市販の弁当を購入して、障害児に提供するような方法も

認められない。 

イ 栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、障

害児が健全に発育できるよう、障害児ごとに配慮すべき事

項に応じて適切かつ効果的な食事提供の支援及び助言を行

うこと。次のウからキまでの取組についても、当該栄養士

による指導及び助言の下で行うこと。 

この場合において、栄養士は従業者である他、同一法人

内に勤務する栄養士の活用、保健所や栄養ケアステーショ

ン等の外部機関の栄養士との連携、食事の提供に関する業

務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託している場

合には、委託先の栄養士による指導・助言の下で行うこと

としても差し支えないこと。 

ウ 障害児の障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況

その他の障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた適切な食

事提供を行うこと。 

エ 提供した食事について、障害児ごとの摂取状況を把握し

通所報酬告示第１の３の食事提供加算については、児童発達

支援センター内の調理室を使用して原則として当該施設が自ら

調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事

の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委

託することは差し支えない。ただし、当該調理委託が行えるの

は施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設外で

調理し、搬入する方法は認められないものであること。また、

出前の方法や市販の弁当を購入して、障害児に提供するような

方法も認められない。 
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、記録を行うこと。 

オ 定期的に障害児の身体の成長状況（身長・体重等）を把

握し、記録を行うこと。 

カ 食に関する体験の提供その他の食育の推進に関する取組

を計画的に実施していること。例えば、行事食の提供や調

理実習等を年間の予定に組み込み、定期的に実施すること

が考えられる。 

キ 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応す

ること。相談等の対応を行った場合は、当該対応を行った

日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。 

（二） 食事提供加算（Ⅱ）の算定については、以下のいずれ

も満たすこと。 

ア （一）のアからキまでに規定を準用する。この場合にお

いて、（一）のイの「栄養士」を「管理栄養士」と読み替

えて適用すること。 

イ 年に１回以上、障害児の家族等に対して、食事や栄養に

関する研修会等を開催し、食事に関する情報提供を行うこ

と。 

（三） 栄養士又は管理栄養士による献立の確認や助言・指導

については、事業所に栄養士が配置されている場合であ

っても、外部機関等との連携により、管理栄養士等と連

携を図りながら取組等を行った場合には、食事提供加算

（Ⅱ）の算定ができるものとする。 

（四） １日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、１日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについて
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は、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであ

ることから、複数回分の算定はできない。ただし、特定

費用としての食材料費については、複数食分を通所給付

決定保護者から徴収して差し支えないものである。 

は、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであること

から、複数回分の算定はできない。ただし、特定費用としての

食材料費については、複数食分を通所給付決定保護者から徴収

して差し支えないものである。 

⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い 

通所報酬告示第１の４の利用者負担上限額管理加算の注中、

「通所利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者

が、通所利用者負担合計額の管理を行う指定障害児通所支援事

業所等以外の障害児通所支援又は障害福祉サービスを受けた際

に、上限額管理を行う事業所等が当該通所給付決定保護者（18

歳以上の利用者の場合は本人）の負担額合計額の管理を行った

場合をいう。 

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定

の条件としない。 

⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い 

通所報酬告示第１の４の利用者負担上限額管理加算の注中、

「通所利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者

が、通所利用者負担合計額の管理を行う指定障害児通所支援事

業所等以外の障害児通所支援又は障害福祉サービスを受けた際

に、上限額管理を行う事業所等が当該通所給付決定保護者（18

歳以上の利用者の場合は本人）の負担額合計額の管理を行った

場合をいう。 

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定

の条件としない。 

⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い 

通所報酬告示第１の５の福祉専門職員配置等加算について

は、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 

指定通所基準の規定により配置することとされている

直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数

のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理師である従業者の割合が100分の35以上である

こと。 

なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又

⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い 

通所報酬告示第１の５の福祉専門職員配置等加算について

は、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 

指定通所基準の規定により配置することとされている

直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数

のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理師である従業者の割合が100分の35以上である

こと。 

なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又
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は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる

常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者を

いう。（（二）及び（三）において同じ。） 

（二） 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 

指定通所基準の規定により配置することとされている

直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数

のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理師である従業者の割合が100分の25以上である

こと。 

（三） 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 

次のいずれかに該当する場合であること。 

ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数（常勤

換算方法により算出された従業者数をいう。）のうち、常

勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上である

こと。 

イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち

、３年以上従事している従業者の割合が100分の30以上で

あること。 

なお、イ中「３年以上従事」とは、加算の申請を行う前

月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当

たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の

経営する他の障害児通所支援事業、障害児入所施設、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に定める障害福祉サービス事業（旧法施設を含む。）及び

は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる

常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者を

いう。（（二）及び（三）において同じ。） 

（二） 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 

指定通所基準の規定により配置することとされている

直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数

のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理師である従業者の割合が100分の25以上である

こと。 

（三） 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 

次のいずれかに該当する場合であること。 

ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数（常勤

換算方法により算出された従業者数をいう。）のうち、常

勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上である

こと。 

イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のう

ち、３年以上従事している従業者の割合が100分の30以上

であること。 

なお、イ中「３年以上従事」とは、加算の申請を行う前

月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当

たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の

経営する他の障害児通所支援事業、障害児入所施設、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に定める障害福祉サービス事業（旧法施設を含む。）及び
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精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害

者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の

地域活動支援センター等の事業、障害者就業・生活支援セ

ンター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者

に直接提供する職員として勤務した年数を含めることがで

きるものとする。 

また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務し

ていた期間も含めることとする。 

（四） 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて 

多機能型事業所については、当該事業所における全て

のサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し

、当該要件を満たす場合には全ての障害児に対して加算

を算定することとする。 

精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害

者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の

地域活動支援センター等の事業、障害者就業・生活支援セ

ンター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者

に直接提供する職員として勤務した年数を含めることがで

きるものとする。 

また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務し

ていた期間も含めることとする。 

（四） 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて 

多機能型事業所については、当該事業所における全て

のサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算

し、当該要件を満たす場合には全ての障害児に対して加

算を算定することとする。 

⑩ 栄養士配置加算の取扱い 

通所報酬告示第１の６の栄養士配置加算のうち、栄養士配置

加算（Ⅰ）の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士

を、栄養士配置加算（Ⅱ）の算定に当たっては、非常勤の管理

栄養士又は栄養士が、指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターに限る。）に配置されていること（労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する

法律（昭和60年法律第88号）の規定による労働者派遣事業によ

り派遣された派遣労働者を含む。）が必要であること。 

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されてい

る場合は、この加算を算定できないこと。 

⑩ 栄養士配置加算の取扱い 

通所報酬告示第１の６の栄養士配置加算のうち、栄養士配置

加算（Ⅰ）の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士

を、栄養士配置加算（Ⅱ）の算定に当たっては、非常勤の管理

栄養士又は栄養士が、指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターに限る。）に配置されていること（労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する

法律（昭和60年法律第88号）の規定による労働者派遣事業によ

り派遣された派遣労働者を含む。）が必要であること。 

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されてい

る場合は、この加算を算定できないこと。 
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⑪ 欠席時対応加算の取扱い 

通所報酬告示第１の７の欠席時対応加算については、以下の

とおり取り扱うこととする。 

（一） 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中

止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった

場合について算定可能とする。 

（二） 「障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談支

援を行う」とは、電話等により当該障害児の状況を確認

し、引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなど

の相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録

することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しな

い。 

（三） ①の（四）を算定している事業所において、１月につ

き指定児童発達支援等を利用した障害児の延べ人数が利

用定員に営業日数を乗じた数の80％に満たない場合につ

いては、重症心身障害児に限り８回を限度として算定可

能とする。 

⑪ 欠席時対応加算の取扱い 

通所報酬告示第１の７の欠席時対応加算については、以下の

とおり取り扱うこととする。 

（一） 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中

止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった

場合について算定可能とする。 

（二） 「障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談支

援を行う」とは、電話等により当該障害児の状況を確認

し、引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなど

の相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録

することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しな

い。 

（三） ①の（三）又は（五）を算定している事業所におい

て、１月につき指定児童発達支援等を利用した障害児の

延べ人数が利用定員に営業日数を乗じた数の80％に満た

ない場合については、重症心身障害児に限り８回を限度

として算定可能とする。 

⑫ 専門的支援実施加算の取扱い 

通所報酬告示第１の８の専門的支援実施加算については、理

学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の

強化を図るために、理学療法士等による個別・集中的な支援を

計画的に実施した場合に算定するものであり、以下のとおり取

り扱うこととする。 

（一） 理学療法士等を１以上配置し、当該理学療法士等が障

⑫ 特別支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の８の特別支援加算については、以下のと

おり取り扱うこととする。 

 

 

 

（一） 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当
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害児ごとの通所支援計画を踏まえて、その有する専門性

に基づく評価及び当該通所支援計画に則った支援であっ

て５領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援

を行うための計画（以下「専門的支援実施計画」とい

う。）を作成し、当該専門的支援実施計画に基づき、適

切に支援を行うこと。 

理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、保育士（保育士として５年以上児童福祉事業に従

事したものに限る。）、児童指導員（児童指導員として５

年以上児童福祉事業に従事したものに限る。）、心理担当

職員、視覚障害児支援担当職員をいう。 

保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士

又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福

祉事業に従事した経験が必要となる点に留意すること。 

また、その配置は、単なる配置で差し支えないもので

あり、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児

童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配してい

る人員によることも可能であること。 

（二） 専門的支援実施計画の実施状況の把握を行うととも

に、加算対象児の生活全般の質を向上させるための課題

を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うこと。 

 

（三） 理学療法士等が、当該障害児に対し専門的支援を実施

した場合には、加算対象児ごとに当該支援を行った日時

職員、看護職員又は厚生労働省組織規則（平成13年厚生

労働省令第１号）第625条に規定する国立障害者リハビ

リテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科

（国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練

規程（昭和55年厚生省告示第４号）第４条第１項に規定

する視覚障害学科をいう。）の教科を履修した者若しく

はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術

者の養成を行う研修を修了した者を配置して、計画的に

行った機能訓練又は心理指導（（二）において「特別支

援」という。）について算定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二） 特別支援を行うに当たっては、児童発達支援計画を踏

まえ、障害児ごとに自立生活に必要な日常生活動作、運

動機能等に係る訓練又は心理指導のための計画（特別支

援計画）を作成し、当該特別支援計画に基づくこと。 

（三） 次に該当する場合には、当該加算は算定できないもの

であること。 
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及び支援内容の要点に関する記録を作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四） その他以下の点に留意すること。 

ア 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、

個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団（５

名程度まで）による実施又は指定通所基準の規定により配

置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実

施も可能とする。この場合、小集団ごとに指定通所基準の

規定による人員基準を満たす必要はない。 

イ 専門的支援の提供時間は同日における当該障害児に対す

る支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以

上を確保すること。 

ウ 専門的支援実施加算の１月の算定限度回数は、当該事業

所における対象児の月利用日数に応じて、以下のとおりと

すること。 

障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数４回 

障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数６回 

ア ①の（二）を算定している事業所において、言語聴覚士

による訓練を行う場合 

イ ①の（三）又は（五）を算定している事業所において、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び看護職員による

訓練を行う場合 

ウ 児童指導員等加配加算により理学療法士等（保育士を除

く。）を配置している場合 

エ 専門的支援加算により理学療法士等（５年以上児童福祉

事業に従事した保育士を除く。）を配置している場合 

（新設） 

 



 

85 
 

改 正 後 現  行 

エ 専門的支援実施計画の作成及び見直しに当たっては、対

象児及び保護者に対し説明するとともに、同意を得るこ

と。 

 

⑫の２ 強度行動障害児支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の８の２の強度行動障害児支援加算につい

ては、障害児の行動障害の軽減を目的として、強度行動障害支

援者養成研修（実践研修）修了者（以下「実践研修修了者」と

いう。）を配置し、強度の行動障害のある児童に対して、指定

児童発達支援又は共生型児童発達支援（以下この⑫の２におい

て「指定児童発達支援等」という。）を支援計画シート等に基

づいて行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱

うものとする。 

なお、支援計画シート等は「重度訪問介護の対象拡大に伴う

支給決定事務等に係る留意事項について」（平成26年３月31日

付け障障発0331第8号厚生労働社会・援護局障害保健福祉部長

通知。以下同じ。）の１の（４）における「支援計画シート」

及び「支援手順書兼記録用紙」を指し、「支援計画シート」及

び「支援手順書兼記録用紙」の様式は平成25年度障害者総合福

祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及び

テキストの開発について（独立行政法人国立重度知的障害者総

合施設のぞみの園）」において作成された標準的なアセスメン

トシート及び支援手順書兼記録用紙（当該通知中参考１及び２

）を参照することとする。 

（新設） 
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（一） 支援計画シート等については、実践研修修了者が、当

該研修課程に基づいて、加算の対象となる児童について

の情報の収集、障害特性の理解及び障害特性に応じた環

境調整を行った上で作成すること。 

（二） 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している

場合においては、当該障害児通所支援事業所における強

度行動障害児支援加算の算定の有無にかかわらず、支援

計画シート等や環境調整の内容等について情報交換を行

うよう努めること。情報交換を行った場合は、出席者、

実施日時、内容の要旨、支援計画シート等に反映させる

べき内容を記録すること。なお、当該児童を担当する障

害児相談支援事業所とも同様の情報交換を行うことが望

ましい。 

（三） 支援計画シート等に基づく指定児童発達支援等を行う

に当たっては、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏

まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シ

ート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を

算定することが可能であること。ただし、この場合にお

いて、以下のア及びイに掲げる取組を行うこと。 

ア 指定児童発達支援等を行う従業者は、強度行動障害支援

者養成研修（基礎研修）の修了者又は実践研修修了者に対

して、支援計画シート等に基づく日々の支援内容について

確認した上で支援を行うこと。 

イ 実践研修修了者は、原則として２回の指定児童発達支援
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等の利用ごとに１回以上の頻度で当該加算の対象となる児

童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行

われていることを確認すること。 

（四） 実践研修修了者は３月に１回程度の頻度で支援計画シ

ート等の見直しを行うこと。 

（五） 当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の

期間について、さらに500単位を加算することができる

こととしているが、これは強度行動障害を有する障害児

が、通所の初期段階において、当該児童に対して標準的

な支援を行うための手厚い支援を要することを評価した

ものであり、当該期間中における対象となる障害児に応

じた環境調整や支援計画シート等に基づく支援を適切に

行うものであること。 

（六） 当該加算（（五）を含む。）については、通所報酬告

示第１の８の３の集中的支援加算を算定する期間におい

ても算定可能であること。 

（七） 共生型児童発達支援事業所においては、児童発達支援

管理責任者を置いている場合に限り算定可能とする。 

⑫の３ 集中的支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の８の３のイの集中的支援加算（Ⅰ）につ

いては、強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合

に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定児童発達支援

事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該児童に対

して集中的な支援（以下この⑫の３において「集中的支援」と

（新設） 
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いう。）を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取

り扱うこととする。 

なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等について

は、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支

援の実施に係る事務手続等について」（令和６年３月19日付こ

支障第75号・障障発0319第１号 こども家庭庁支援局障害児

支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課長通知。以下同じ。）を参照すること。 

（一） 本加算の算定は、加算の対象となる児童に支援を行う

時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を

活用して助言援助等を受けた日に行われること。 

（二） 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。 

ア 広域的支援人材が、加算の対象となる児童及び指定児童

発達支援事業所のアセスメントを行うこと。 

イ 広域的支援人材と指定児童発達支援事業所の従業者が共

同して、当該児童の状態及び状況の改善に向けた環境調整

その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計

画（以下⑫の３において「集中的支援実施計画」とい

う。）を作成すること。なお、集中的支援実施計画につい

ては、概ね１月に１回以上の頻度で見直しを行うこと。 

ウ 指定児童発達支援事業所の従業者が、広域的支援人材の

助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、入所支援計

画及び支援計画シート等（⑫の２の強度行動障害児特別支

援加算を算定している場合に限る。）に基づき支援を実施
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すること。 

エ 指定児童発達支援事業所が、広域的支援人材の訪問（オ

ンライン等の活用を含む。）を受け、当該児童への支援が

行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該児

童の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること。 

オ 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場

合にあっては、当該障害児通所支援事業所と連携するこ

と。 

カ 当該児童へ障害児相談支援を行う障害児相談支援事業所

と緊密に連携すること。 

（三） 当該児童の状況及び支援内容について記録を行うこ

と。 

（四） 集中的支援を実施すること及びその内容について、保

護者に説明し、同意を得ること。 

（五） 指定福祉型障害児入所施設は、広域的支援人材に対

し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。 

⑫の４ 人工内耳装用児支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の８の４の人工内耳装用児支援加算につい

ては、難聴児のうち人工内耳を装用する障害児（以下「人工内

耳装用児」という。）に対して、医療機関等との連携の下で、

言語聴覚士により指定児童発達支援を行った場合に算定するも

のであり、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 人工内耳装用児支援加算（Ⅰ） 

以下のいずれも満たす場合に算定すること。 

（新設） 
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ア 児童発達支援センターにおいて、指定児童発達支援給付

費の算定に必要な員数に加え、言語聴覚士を１以上配置（

常勤換算による配置）していること。 

イ 聴力検査室を設置していること。ただし、支援に支障が

ない場合は、併設する他の設備に兼ねることができる。 

ウ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき

事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該

事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。 

エ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内

耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行

う医療機関との連携体制が確保されていること。 

オ こどもが日々通う保育所や学校、地域の障害児通所支援

事業所その他の関係機関（以下この⑫の４において単に「

関係機関」という。）の関係者に対して、人工内耳装用児

への支援に関する相談援助を行うこと。 

カ 関係機関に対して、情報提供の機会や研修会の開催等, 

人口内耳装用児に関する理解及び支援を促進する取組を計

画的に実施していること。 

キ オ又はカの取組を行った場合には、当該取組の実施日時

及びその内容の要点に関する記録を作成すること。 

（二） 人工内耳装用児支援加算（Ⅱ） 

以下のいずれも満たす場合に算定すること。 

ア 指定児童発達支援給付費の算定に必要な員数に加え、言

語聴覚士を１以上配置（常勤換算に限らない単なる配置で
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可）していること。 

イ 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関

する相談援助を行うこと。相談援助を行った場合には、実

施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。 

ウ （一）のウ及びエを準用する。 

⑫の５ 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の８の５の視覚・聴覚・言語機能障害児支

援加算については、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障

害のある障害児への支援を促進する観点から、当該障害児との

意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った

場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする

。 

（一） 「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある

障害児」とは、具体的には次のアからウまでのいずれか

に該当する児童（以下「視覚障害児等」という。）であ

ること。 

ア 視覚に重度の障害を有する障害児 

視覚障害に関して１級又は２級の身体障害者手帳の交付

を受けている障害児 

イ 聴覚に重度の障害を有する障害児 

聴覚障害に関して２級の身体障害者手帳の交付を受けて

いる障害児 

ウ 言語機能に重度の障害を有する障害児 

言語機能に関して３級の身体障害者手帳の交付を受けて

（新設） 
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いる障害児 

（二） 当該障害児に対して支援を行う時間帯を通じて、視覚

障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者を配置し

、当該人材がコミュニケーション支援を行いながら当該

障害児に対して指定児童発達支援を行うこと。当該配置

については、指定通所基準の規定により配置すべき従業

者によることも可能である。また、常勤換算ではなく単

なる配置によることも可能である。 

（三） 「視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者

」とは、具体的には障害の種別に応じて次のアからウま

でのいずれかに該当する者であること。 

ア 視覚障害 

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 

イ 聴覚障害又は言語機能障害 

日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うこ

とができる者 

ウ 障害のある当事者 

障害特性に応じて、当事者としての経験に基づきコミュ

ニケーション支援を行うことができる者 

⑫の６ 個別サポート加算（Ⅰ）の取扱い 

通所報酬告示第１の９のイの個別サポート加算（Ⅰ）につい

ては、著しく重度の障害児への支援を充実させる観点から、当

該障害児に対して指定児童発達支援を行った場合に算定するも

のであり、対象となる児童を以下のとおりとする。なお、主と

⑫の２ 個別サポート加算（Ⅰ）の取扱い 

通所報酬告示第１の９のイの個別サポート加算（Ⅰ）につい

ては、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障

害児への支援を充実させる観点から、乳幼児等サポート調査表

（厚生労働大臣が定める児童等（平成24年厚生労働省告示第
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して重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所におい

て重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合として基

本報酬を算定している場合については、本加算を算定しない。 

（一） 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している

障害児（重症心身障害児） 

 

 

 

（二） 身体に重度の障害がある児童（１級又は２級の身体障

害者手帳の交付を受けている障害児） 

 

 

 

 

（三） 重度の知的障害がある児童（療育手帳を交付されてお

り、最重度又は重度であると判定をされている障害児） 

（四） 精神に重度の障害がある児童（１級の精神障害者保健

福祉手帳を交付されている障害児） 

270号）（以下「270号告示」という。）一の六の表をいう。）の

うち、以下の（一）又は（二）に該当すると市町村が認めた障

害児について評価を行うものであること。 

（一） 4歳未満であって、食事、排せつ、入浴及び移動の項

目のうち、2以上の項目について全介助を必要とする又

は一部介助を必要とするの区分に該当すること。 

なお、市町村が認めるときに障害児が3歳以上であっ

た場合は、（二）に該当する必要があるものとする。 

（二） 3歳以上であって、食事、排せつ、入浴及び移動の項

目のうち、１以上の項目について全介助を必要とする又

は一部介助を必要とするの区分に該当し、かつ、同表の

食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目のうち、１以上

の項目についてほぼ毎日支援が必要又は週に１回以上支

援が必要の区分に該当すること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

⑫の７ 個別サポート加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第１の９のロの個別サポート加算（Ⅱ）につい

ては、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、

家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必

要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所

やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議

⑫の３ 個別サポート加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第１の９のロの個別サポート加算（Ⅱ）につい

ては、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、

家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必

要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所

や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童対策地
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会、医師と連携して指定児童発達支援を行う場合に算定するも

のであり、以下のとおり取り扱うこととする。 

ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護

者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算

の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に

検討すること。 

（一） 児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保

護児童対策地域協議会又は医師（以下「連携先機関等」

という。）と、障害児が要保護児童又は要支援児童であ

るとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支

援を行うこと。 

（二） 連携先機関等との（一）の共有は、６月に１回以上行

うこととし、その記録を文書で保管すること。なお、こ

こでいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は児童

発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等

と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の

双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業

所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだ

けの文書は対象とならない。 

（三） （一）のように、連携先機関等と障害児への支援の状

況等について共有しながら支援をしていくことについて

、児童発達支援計画に位置付け、通所給付決定保護者の

同意を得ること。 

（四） 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支

域協議会、医師との連携を行う場合に評価を行うものであり、

以下のとおり取り扱うこととする。 

ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護

者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算

の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に

検討すること。 

（一） 児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機

関、要保護児童対策地域協議会又は医師（以下「連携先

機関等」という。）と、障害児が要保護児童又は要支援

児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有

しつつ支援を行うこと。 

（二） 連携先機関等との（一）の共有は、年に１回以上行う

こととし、その記録を文書で保管すること。なお、ここ

でいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は児童発

達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と

共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双

方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所

において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけ

の文書は対象とならない。 

（三） （一）のように、連携先機関等と障害児への支援の状

況等について共有しながら支援をしていくことについ

て、児童発達支援計画に位置づけ、通所給付決定保護者

の同意を得ること。 

（四） 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支
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援の状況等について確認があったときは、当該状況等に

ついて回答するものとする。 

（五） 当該加算を算定するために必要な児童相談所やこども

家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会

、医師との連携については、当該加算で評価しているた

め、関係機関連携加算（Ⅲ）は算定しない。その他の観

点により、医療機関との連携を行った場合には、この限

りではない。 

援の状況等について確認があったときは、当該状況等に

ついて回答するものとする。 

（新設） 

 

⑫の８ 入浴支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の９の２の入浴支援加算については、こど

もの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、医療的ケ

ア児又は重症心身障害児に対して、発達支援とあわせて、入浴

支援を行った場合に、月に８回を限度に算定するものであり、

以下のとおり取り扱うものとする。 

（一） 対象児を安全に入浴させるために必要となる浴室及び

浴槽並びに衛生上必要な設備を備えた上で、これらの設

備について衛生的な管理を行っていること。浴室及び浴

槽は対象児の状態等に応じて入浴させるに適した構造や

面積等を有していること。 

（二） 障害児の障害の特性、身体の状況等も十分に踏まえた

安全に入浴させるための必要な体制を確保すること。具

体的には（三）の安全計画を踏まえながら以下の取組を

行うこと。 

① （四）で把握した情報等を踏まえ、個々の対象児に

（新設） 
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ついて、その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体

制、手順などについてあらかじめ書面で整理するとと

もに、入浴支援を行う従業者に周知すること。 

② 入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的

に、安全装置を含め、安全性及び衛生面の観点から点

検を行うこと。 

③ 入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴

支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生し

た場合の対応等について研修や訓練等を実施するこ

と。 

（三） 指定通所基準第40条の２に定める安全計画において、

入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項に

ついて定め、従業者に対して周知徹底を図るとともに、

当該計画に基づく取組を実施すること。 

（四） 入浴支援の実施に当たっては、対象児の障害の特性、

家庭における入浴の状況その他の入浴支援を実施するに

あたっての必要情報を把握し、これらの情報を踏まえて

個別に配慮すべき事項や体制について通所支援計画に位

置付けた上で実施すること。情報の把握に当たっては、

必要に応じてかかりつけ医や、居宅介護による入浴支援

、訪問入浴サービス等、既に利用している入浴関係のサ

ービス等がある場合には、当該サービス等を提供してい

る事業者等の関係者にも聴き取りを行ない、情報収集を

行うことが望ましいこと。 
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なお、入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じな

いようにすること。 

（五） 入浴支援は、（二）で整理した個々の入浴方法等や通

所支援計画に基づき、安全確保のために必要な体制を確

保した上で、対象児の障害の特性や発達段階に応じた適

切な方法で行うこと。 

（六） 対象児の年齢等を考慮しながら、本人や家族の意に反

する異性介助が行われないようにすること。また、プラ

イベートゾーンや羞恥心に配慮した支援を行うこと。 

（七） 浴槽を使用した部分浴は算定できるものとするが、清

拭は算定しない。また、シャワー浴については、洗身を

行う場合は認められるが、単にシャワーを浴びせるだけ

の場合は算定できない。 

⑬ 医療連携体制加算の取扱い 

通所報酬告示第１の10の医療連携体制加算については、医療

機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等

に訪問させ当該看護職員が障害児に対して看護の提供又は認定

特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合

に評価を行うものである。 

（一） 指定児童発達支援事業所等は、あらかじめ医療連携体

制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結

し、障害児に対する看護の提供又は認定特定行為業務従

事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療

機関に支払うこととする。この支援は指定児童発達支援

⑬ 医療連携体制加算の取扱い 

通所報酬告示第１の10の医療連携体制加算については、医療

機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等

に訪問させ当該看護職員が障害児に対して看護の提供又は認定

特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合

に評価を行うものである。 

（一） 指定児童発達支援事業所等は、あらかじめ医療連携体

制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結

し、障害児に対する看護の提供又は認定特定行為業務従

事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療

機関に支払うこととする。この支援は指定児童発達支援
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事業所等として行うものであるから当該障害児の主治医

から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指

示を受けること。この場合の指示については、障害児ご

とに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。なお

、当該障害児主治医と十分に障害児に関する情報共有を

行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、当該

障害児の主治医以外の医師の指示であっても差し支えな

い。 

（二） 看護の提供においては、当該障害児の主治医の指示を

受けた具体的な看護内容等を通所支援計画等に記載する

こと。また、当該障害児の主治医に対し、定期的に看護

の提供状況等を報告すること。 

（三） 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に

勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の

事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けて

支援の提供を行うこと。 

（四） 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛

生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担

するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象

となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。（「特

別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについ

て」（平成18年３月31日保医発第0331002号）を参照の

こと。） 

（五） 通所報酬告示第１の10の医療連携体制加算（Ⅰ）から

事業所等として行うものであるから当該障害児の主治医

から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指

示を受けること。この場合の指示については、障害児ご

とに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。な

お、当該障害児主治医と十分に障害児に関する情報共有

を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、当

該障害児の主治医以外の医師の指示であっても差し支え

ない。 

（二） 看護の提供においては、当該障害児の主治医の指示を

受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載する

こと。また、当該障害児の主治医に対し、定期的に看護

の提供状況等を報告すること。 

（三） 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に

勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の

事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けて

支援の提供を行うこと。 

（四） 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛

生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担

するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象

となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。（「特別

養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについ

て」（平成18年３月31日保医発第0331002号）を参照のこ

と。） 

（五） 通所報酬告示第１の10の医療連携体制加算（Ⅰ）から
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（Ⅴ）について、看護職員１人が看護することが可能な

障害児数は、以下のアからウにより取り扱うこと。 

ア 医療連携体制加算（Ⅰ）から（Ⅲ）における取扱い 

医療連携体制加算（Ⅰ）から（Ⅲ）を算定する利用者全

体で８人を限度とすること。 

イ 医療連携体制加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）における取扱い 

医療連携体制加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）を算定する障害児全

体で８人を限度とすること。 

ウ ア及びイの障害児数について、合算する必要はなく、そ

れぞれについて８人を限度に算定可能であること。 

（六） 通所報酬告示第１の10の医療連携体制加算（Ⅳ）及び

（Ⅴ）における看護の提供間は、看護職員の訪問時間を

看護の提供時間として取り扱うものであり、また、この

訪問時間については、連続した時間である必要はなく、

１日における訪問時間を合算したものであること。 

（七） 医療連携体制加算（Ⅰ）から（Ⅵ）までについては、

通所報酬告示第１の１のイの（１）の（一）、（二）若

しくは（三）、１のイの（２）の（一）、（二）若しく

は（三）、１のイの（３）の（一）、（二）若しくは（

三）、１のロの（１）の（一）のa、b若しくはc、１の

ロの（１）の（二）のa、b若しくはc、１のロの（２）

の（一）のa、b若しくはc、１のロの（２）の（二）のa

、b若しくはc、１のロの（３）の（一）のa、b若しくは

c又は１のロの（３）の（二）のa、b若しくはcを算定し

（Ⅴ）について、看護職員１人が看護することが可能な

障害児数は、以下のアからウにより取り扱うこと。 

ア 医療連携体制加算（Ⅰ）から（Ⅲ）における取扱い 

医療連携体制加算（Ⅰ）から（Ⅲ）を算定する利用者全

体で８人を限度とすること。 

イ 医療連携体制加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）における取扱い 

医療連携体制加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）を算定する障害児全

体で８人を限度とすること。 

ウ ア及びイの障害児数について、合算する必要はなく、そ

れぞれについて８人を限度に算定可能であること。 

（六） 通所報酬告示第１の10の医療連携体制加算（Ⅳ）及び

（Ⅴ）における看護の提供間は、看護職員の訪問時間を

看護の提供時間として取り扱うものであり、また、この

訪問時間については、連続した時間である必要はなく、

１日における訪問時間を合算したものであること。 

（七） 通所報酬告示第１の１のイの（１）から（３）、１の

ロの（１）から（３）、１のハ、１のニの（１）の

（一）から（三）、１のニの（２）の（一）から（三）、

１のホを算定している障害児については、当該加算は算

定できないものであること。 
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ている障害児（以下この（七）において「医療的ケア基

本報酬算定障害児」）又は通所報酬告示第１の１のハを

算定している障害児につき、当該加算は算定できないも

のであること。医療連携体制加算（Ⅶ）については、医

療的ケア基本報酬算定障害児につき、当該加算は算定で

きないものであるが、通所報酬告示第１の１のハを算定

している障害児については算定可能となっている点に留

意すること。 

⑭ 送迎加算の取扱い 

通所報酬告示第１の11の送迎加算については、障害児に対し

て、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行

った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うことと

する。 

（一） 通所報酬告示第１の11のイについては、障害児（児童

発達支援センター又は主として重症心身障害児を通わせ

る事業所において指定児童発達支援を受け通所報酬告示

第１の１のイ又はハを算定している障害児を除く。）に

対して、送迎を行った場合に算定する。 

（二） 通所報酬告示第１の11の注１の２については、（一）

の場合において、重症心身障害児又は医療的ケア児に対

して、運転手に加え、職員を伴い送迎を行う場合に算定

を行うものであること。この場合において、重症心身障

害児については、運転手に加えて指定通所基準の規定に

より置くべき従業者（直接支援業務に従事するものに限

⑭ 送迎加算の取扱い 

通所報酬告示第１の11の送迎加算については、障害児に対し

て、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行

った場合に算定するものであるが、以下のとおり取り扱うこと

とする。 

（一） 通所報酬告示第１の11のイについては、障害児（重症

心身障害児を除く。）に対して、送迎を行った場合に算

定する。 

ただし、①の（一）又は（二）を算定している場合

は、算定できないものであること。 

（二） 通所報酬告示第１の11の注１の２については、（一）

及び医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している指

定児童発達支援事業所において、喀痰吸引等が必要な障

害児に対して看護職員を伴い送迎を行う場合に算定を行

うものであること。 
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る。）を、医療的ケア児については、運転手に加えて看

護職員（医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする

障害児のみの送迎にあっては、認定特定行為業務従事者

を含む。この⑭において同じ。）をそれぞれ伴って送迎

すること。 

また、医療的ケア児について、医療的ケアスコアの判

定がされていない場合があるが、この場合においても特

定行為が必要な障害児については対象として差し支えな

い。 

なお、 

・ 重症心身障害児が医療的ケア児である場合について

は、医療的ケア児として本加算を算定するため、運転

手に加えて看護職員を伴って送迎する必要があること 

・ 通所報酬告示第１の11のロを算定しているときは、

本加算を算定しないこと 

に留意すること。 

（三） 通所報酬告示第１の11の注１の３については、（一）

の場合において、医療的ケアスコア16点以上である中重

度医療的ケア児に対して、運転手に加え、看護職員を伴

い送迎を行う場合に算定を行うものであること。この場

合にあっては、当該中重度医療的ケア児の医療濃度を踏

まえた安全な送迎に必要な体制を確保するものとする。 

（四） 通所報酬告示第１の11のロについては、重症心身障害

児若しくは医療的ケア児又は中重度医療的ケア児（児童

 

 

 

 

 

なお、対象となる障害児は基本的には医療的ケア児を

想定しているが、令和３年４月から令和４年６月までの

間は、医療的ケアスコアの判定がされていない場合があ

るため、医療的ケアスコアの判定がされていない場合に

ついても、特定行為が必要な障害児については対象とし

て差し支えない。 

 

 

 

 

 

（三） 通所報酬告示第１の11のロについては、重症心身障害

児に対して、送迎を行った場合に算定する。 
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発達支援センター又は主として重症心身障害児を通わせ

る事業所において指定児童発達支援を受け通所報酬告示

第１の１のイ又はハを算定している障害児に限る。この

（四）において同じ。）に対して、送迎を行った場合に

算定する。 

重症心身障害児若しくは医療的ケア児又は中重度医療

的ケア児の送迎については、重症心身障害児若しくは医

療的ケア児又は中重度医療的ケア児に対して、運転手に

加え、職員を伴い送迎を行う場合に算定を行うものであ

ること。この場合において、伴う職員については、（二

）及び（三）と同様であること。また、重症心身障害児

が医療的ケア児である場合の取扱いについては、（二）

と同様であること。 

 

（五） 送迎については、指定児童発達支援事業所等と居宅ま

での送迎のほか、利用者の利便性を考慮し、適切な方法

で事業所の最寄駅や集合場所まで行ったものについても

、この加算を算定して差し支えないものであるが、事前

に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定めて

おく必要があることに留意すること。 

（六） 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合

は、所定単位数の100分の70を算定する。なお、当該所

定単位数は、通所報酬告示第１の11の注１の２の加算が

なされる場合には当該加算をした後の単位数とし、当該

 

 

 

 

 

重症心身障害児の送迎については、①の（三）又は

（五）により評価しているところであるから、本加算に

おいては送迎にあたり、運転手に加えて指定通所基準の

規定により置くべき職員（直接支援業務に従事するもの

に限る。）を１人以上配置している場合に算定を行うも

のであること。 

なお、医療的ケアが必要な重症心身障害児に対する送

迎を行う場合には、喀痰吸引等を行うことができる職員

を配置するよう努めること。 

（四） 送迎については、指定児童発達支援事業所等と居宅ま

での送迎のほか、利用者の利便性を考慮し、適切な方法

で事業所の最寄駅や集合場所まで行ったものについて

も、この加算を算定して差し支えないものであるが、事

前に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定め

ておく必要があることに留意すること。 

（五） 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合

は、所定単位数の100分の70を算定する。なお、当該所

定単位数は、通所報酬告示第１の11の注１の２の加算が

なされる前の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合
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加算を含めた単位数の合計数の100分の70となることに

留意すること。 

計数の100分の70となるものではないことに留意するこ

と。 

⑮ 延長支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の延長支援加算については、以下のと

おり取り扱うこととする。 

（一） 通所報酬告示第１の12のイ又はロ（１）若しくは（２

）を算定する場合 

ア 通所報酬告示第１の12のイ又はロ（１）若しくは（２）

については、障害児ごとの通所支援計画に定める標準的な

発達支援時間が５時間としており、かつ、その発達支援時

間に加えて別途延長支援時間を通所支援計画にあらかじめ

位置づけている障害児について、発達支援を行う前後の時

間帯において、延長支援を行った場合に、障害児の障害種

別及び延長支援時間に応じ、所定単位数を算定する。 

イ 延長支援加算の算定に当たっては、障害児本人の状態又

は家族の事情、保育所等の子育て支援に係る一般施策での

受入先が不足している等の延長支援が必要な理由があり、

あらかじめ保護者の同意を得た上で、延長支援を必要とす

る理由及び延長支援時間を通所支援計画に位置づけて行う

ものであること。 

なお、通所支援計画に基づき延長支援を障害児に行う中

で、延長支援時間の設定のない日に緊急的に生じた預かり

ニーズに対応するために延長支援を実施した場合にあって

は、本加算の算定を可能とする。この場合には、急な延長

⑮ 延長支援加算の取扱い 
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支援を必要とした理由及び延長支援時間について記録を行

うこと。また、急な延長支援を行う状況が継続する場合に

あっては、速やかに通所支援計画の見直しを求めるものと

する。 

ウ 延長支援時間は、１時間以上で設定すること。発達支援

の利用時間の前後ともに延長支援を実施する場合において

は、前後いずれも１時間以上の延長支援時間を設定するこ

と。なお、延長支援時間には、送迎時間は含まれないもの

であること。 

エ 加算する単位数の区分の判定に当たっては、実際に要し

た延長支援時間によることを基本とする。ただし、実際の

延長支援時間が通所支援計画に定めた延長支援時間を超え

る場合にあっては、通所支援計画に定めた延長支援時間に

よることとする。また、障害児又は保護者の都合により実

際の延長支援時間が１時間未満となった場合には、通所報

酬告示第１の12の注２に規定する単位数を算定することが

できる。この場合にあっても、30分以上の延長支援が必要

であることに留意すること。 

オ 延長支援時間における障害児の数が10人以下の場合は、

２人以上の従業者を配置すること。障害児の数が10人を超

える場合の職員の数については、２人に、障害児の数が10

人を超えて10人又はその端数を増すごとに１人を加えて得

た数以上の従業者を配置すること（例：障害児の数が23人

の場合、延長支援時間における従業者の数は４名）。この
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うち、１人以上は、指定通所支援基準の規定により配置す

ることとされている従業者（児童発達管理責任者を含む。

）を配置すること。 

カ 医療的ケアを要する障害児に延長支援を行う場合には、

オの従業者の配置のうち、看護職員（医療的ケアのうち喀

痰吸引等のみを必要とする障害児のみの延長支援にあって

は、認定特定行為業務従事者を含む。）を１名上配置する

こと。 

キ 運営規定に定める営業時間が６時間以上であること。 

ク 児童発達支援事業所の従業者は障害児に提供した延長支

援時間を記録すること。 

（二） 通所報酬告示第１の12のロ（３）又はハを算定する場

合 

ア 通所報酬告示第１の12のロ（３）又はハについては、運

営規程に定める営業時間が８時間以上であり、営業時間の

前後の時間（以下「延長時間帯」という。）において、指

定児童発達支援等を行った場合に、障害児の障害種別及び

１日の延長支援に要した時間に応じ、所定単位数を算定す

る。 

イ ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間

は含まれないものであること。 

ウ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例え

ば、サービス提供時間は８時間未満であっても、営業時間

を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所報酬告示第１の12の延長支援加算については、運営規程

に定める営業時間が８時間以上であり、営業時間の前後の時間

（以下「延長時間帯」という。）において、指定児童発達支援

等を行った場合に、障害児の障害種別及び１日の延長支援に要

した時間に応じ、算定するものであるが、以下のとおり取り扱

うこととする。 

ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間

は含まれないものであること。 

イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例え

ば、サービス提供時間は８時間未満であっても、営業時間

を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるも
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のであること。 

エ 延長時間帯における障害児の数が10人以下の場合は、２

人以上の従業者を配置すること。障害児の数が10人を超え

る場合の職員の数については、２人に、障害児の数が10人

を超えて10人又はその端数を増すごとに１人を加えて得た

数以上の従業者を配置すること（例：障害児の数が23人の

場合、延長支援時間における従業者の数は４名）。このう

ち、１人以上は、指定通所支援基準の規定により配置する

こととされている従業者（児童発達管理責任者を含む。）

を配置すること。 

オ 医療的ケアを要する障害児に延長支援を行う場合には、

エの従業者の配置のうち、看護職員（医療的ケアのうち喀

痰吸引等のみを必要とする障害児のみの延長支援にあって

は、認定特定行為業務従事者を含む。）を１名上配置する

こと。 

カ 保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足

している等の延長した支援が必要なやむを得ない理由があ

り、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記

載されていること。 

のであること。 

ウ 延長時間帯に、指定通所基準の規定により置くべき職員

（直接支援業務に従事する者に限る。）が１名以上配置し

ていること。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

エ 保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足

している等の延長した支援が必要なやむを得ない理由があ

り、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記

載されていること。 

⑮の２ 関係機関連携加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の２の関係機関連携加算については、

障害児が日々通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特

別支援学校、放課後児童クラブその他の障害児が日常的に通う

施設（以下この⑮の２において「保育所等施設」という。）又

⑮の２ 関係機関連携加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の２の関係機関連携加算については、

以下のとおり取り扱うこととする。 
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は障害児の状況等によっては連携が必要となる児童相談所、こ

ども家庭センター、医療機関その他の関係機関（以下この⑮の

２において「児童相談所等関係機関」という。）との連携を図

るため、これらの施設又は関係機関と情報共有や連絡調整など

を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこ

ととする。 

（一） 関係機関連携加算（Ⅰ）を算定する場合 

ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害

児が日々通う保育所等施設との間で通所支援計画の作成又

は見直しに関する会議を開催すること。会議はテレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、

障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切

な配慮を行うこと。 

 

イ アの会議の開催に留まらず、保育所等施設との日常的な

連絡調整に努めること。 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一） 関係機関連携加算（Ⅰ）を算定する場合 

ア 障害児が日々通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学

校、特別支援学校、放課後児童クラブ等の関係機関との日

常的な連携体制を構築するとともに、障害児の状態や支援

方法の共有を行うことを目的に実施するものであるから、

ウの会議の開催に留まらず、関係機関との日常的な連絡調

整に努めること。 

イ 障害児が複数の障害児通所支援事業所等で支援を受けて

いる場合には、事業所間の連携についても留意するととも

に、当該障害児が障害児相談支援事業を利用している場合

には、連携に努めること。なお、他の障害児通所支援事業

所等との連携については加算の対象とはしないものである

こと。 

ウ 児童発達支援計画に関する会議（テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができるものとする。ただし、障害を有

する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切

な配慮を行うこと。）の開催に当たっては、当該障害児が
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ウ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、通所支援

計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、通所

支援計画を作成又は見直しをすること。連携の具体的な方

法等の記載に当たっては、関係機関との連絡調整等を踏ま

えていることが通所給付決定保護者にわかるよう留意する

こと。 

エ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催

日時、その内容の要旨及び通所支援計画に反映させるべき

内容を記録すること。 

（削る） 

 

（二） 関係機関連携加算（Ⅱ）を算定する場合 

ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害

児が日々通う保育所等施設との間で、障害児の心身の状況

や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議

に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

イ アの会議の開催等に留まらず、保育所等施設との日常的

な連絡調整に努めること。 

通う関係機関が出席すること。また、当該障害児やその家

族等も出席するよう努めること。 

なお、当該障害児やその家族等が会議に出席できない場

合においても、意見を聴取し、その内容を児童発達支援計

画に反映させるよう努めること。 

エ ウの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、児童発達

支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、

児童発達支援計画を作成又は見直しをすること。連携の具

体的な方法等の記載に当たっては、関係機関との連絡調整

等を踏まえていることが通所給付決定保護者にわかるよう

留意すること。 

オ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催

日時、その内容の要旨及び児童発達支援計画に反映させる

べき内容を記録すること。 

カ 共生型児童発達支援事業所については、児童発達支援管

理責任者を配置していない場合には、算定できないこと。 

（二） 関係機関連携加算（Ⅱ）を算定する場合 
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ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催

日時及びその内容の要旨を記録すること。 

エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応

じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援

の提供を進めること。 

（三） 関係機関連携加算（Ⅲ）を算定する場合 

ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童

相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環

境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し

、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。 

イ アの会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関と

の日常的な連絡調整に努めること。 

ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催

日時及びその内容の要旨を記録すること。 

エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応

じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援

の提供を進めること。 

オ 個別サポート加算（Ⅱ）（要保護・要支援児童への支援

の評価）を算定している場合には、同加算で求める児童相

談所等との情報連携に対しては算定しない。 

（四） 関係機関連携加算（Ⅳ）を算定する場合 

ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行

する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行

する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点か
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ら、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること

。 

イ 就学時の加算とは、小学校（義務教育学校の前期課程を

含む。）又は特別支援学校の小学部に入学する際に連絡調

整等を行った場合に算定できるものであること。 

ウ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連

絡調整等を行った場合に算定できるものであるが、就職先

が就労継続Ａ型及びＢ型並びに就労移行支援事業所の場合

は加算の対象とならないこと。 

エ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意

を得たうえで就学先又は就職先に渡すこと。なお、必ずし

も会議の開催まで求めるものではないこと。 

オ 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手

ややり取りの内容について記録をすること。 

（五） その他 

ア 関係機関連携加算（Ⅰ）の場合においては、共生型児童

発達支援事業所については、児童発達支援管理責任者を配

置していないときには、算定できないこと。 

イ 関係機関連携加算（Ⅰ）と関係機関連携加算（Ⅱ）は、

同一の月においていずれかのみ算定可能とする。 

ウ 保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合、関係機関

連携加算（Ⅲ）と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は

同一の月においていずれかのみ算定可能とする。 

エ 関係機関連携加算（Ⅰ）から（Ⅳ）までのいずれの場合

ら、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであるこ

と。 

イ 就学時の加算とは、小学校（義務教育学校の前期課程を

含む。）又は特別支援学校の小学部に入学する際に連絡調

整等を行った場合に算定できるものであること。 

ウ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連

絡調整等を行った場合に算定できるものであるが、就職先

が就労継続Ａ型及びＢ型並びに就労移行支援事業所の場合

は加算の対象とならないこと。 

エ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意

を得たうえで就学先又は就職先に渡すこと。なお、必ずし

も会議の開催まで求めるものではないこと。 

オ 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手

ややり取りの内容について記録をすること。 

（新設） 
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においても、障害児が複数の障害児通所支援事業所等で支

援を受けている場合には、事業所間の連携についても留意

するとともに、当該障害児が障害児相談支援事業を利用し

ている場合には、連携に努めること。なお、他の障害児通

所支援事業所等との連携については加算の対象とはしない

ものであること。 

⑮の３ 事業所間連携加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の３の事業所間連携加算は、障害児支

援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで

複数事業所を併用する障害児について、事業所間で連携し、児

童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定す

るものであり、以下のとおり取り扱うものとする。 

（一） 事業所間連携加算の対象となる障害児 

市町村における支給決定において、指定障害児相談支

援事業者が作成する計画案に代えて、指定障害児相談支

援事業者以外の者が作成するセルフプランが提出されて

いる障害児であって、複数の指定児童発達支援事業所等

から、継続的に指定児童発達支援の提供を受ける障害児

であること（以下この⑮の３において「加算対象児」と

いう。）。 

（二） 通所報酬告示第１の１２の３のイの事業所間連携加算

（Ⅰ）は、連携・取組の中心となるコア連携事業所を評

価するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。 

ア 市町村から、加算対象児の支援について適切なコーディ

（新設） 
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ネートを進める中核となるコア連携事業所として、事業所

間の連携を実施するよう依頼を受けた指定児童発達支援事

業所等であること。 

イ コア連携事業所として、あらかじめ保護者の同意を得た

上で、加算対象児が利用する他の指定児童発達支援事業所

等との間で、加算対象児に係る支援の実施状況、心身の状

況、生活環境等の情報及び加算対象児の通所支援計画の共

有並びに支援の連携を目的とした会議を開催し、情報共有

及び連携を図ること。 

会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し

支えない。また、会議は加算対象児が利用する全ての事業

所が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じ

る場合にも、本加算の算定を可能とする。この場合であっ

ても、当該欠席する事業所と事前及び事後に加算対象児及

び会議に関する情報共有及び連絡調整を行うよう努めるこ

と。 

ウ 会議の内容及び整理された加算対象児の状況や支援に関

する要点について、記録を行うとともに、他の事業所、市

町村、加算対象児の保護者に共有すること。 

市町村に対しては、あわせて、加算対象児に係る各事業

所の通所支援計画を共有すること。また、障害児及び保護

者の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必

要性の要否について報告すること。 

エ 加算対象児の保護者に対して、ウで整理された情報を踏
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まえた相談援助を行うこと。当該相談援助については、家

庭連携加算の算定が可能であること。 

オ ウで整理された情報について、事業所の従業者に情報共

有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要

に応じて通所支援計画を見直すこと。 

（三） 通所報酬告示第１の１２の３のロの事業所間連携加算

（Ⅱ）は、コア連携事業所以外の事業所を評価するもの

であり、以下のとおり取り扱うものとする。 

ア 加算対象児が利用するコア連携事業所以外の指定児童発

達支援事業所等であること。 

イ コア連携事業所が開催する会議に参加し、必要な情報共

有及び連携を行うとともに、通所支援計画をコア連携事業

所に共有すること。なお、会議への参加を基本とするが、

やむを得ず出席できない場合であって、会議の前後に個別

にコア連携事業所と情報共有等を行い連携を図るととも

に、通所支援計画の共有を行った場合には本加算の算定を

可能とする。 

ウ （二）のウでコア連携事業所により整理・共有された情

報について、事業所の従業者に情報共有を行い、当該情報

を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計

画を見直すこと。 

（四） 本加算は、セルフプランの場合に適切な支援のコーデ

ィネートを図るためのものであることから、障害児相談

支援におけるモニタリングと同様の頻度（概ね６月に１
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回以上）で取組が行われることが望ましい。また、コア

連携事業所において、加算対象児の変化が著しい場合な

ど取組の頻度を高める必要があると判断された場合に

は、適切なタイミングで取組を実施すること。 

 また、加算対象児が利用する事業所においては、会

議の実施月以外においても、日常的な連絡調整に努める

こと。 

（五） 加算対象児が利用する事業所の全てが同一法人により

運営される場合には、本加算は算定されない。この場合

であっても、加算対象児の状況や支援に関する情報共有

を行い、相互の支援において連携を図ることが求められ

る。 

⑮の４ 保育・教育等移行支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の４の保育・教育等移行支援加算につ

いては、障害児が指定児童発達支援事業所を退所して保育所そ

の他の施設で受け入れられるようになった場合に、移行支援又

は退所後の障害児等への相談援助や保育所等への助言・援助に

ついて算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする

。 

（一） 通所報酬告示第１の12の４の注１に係る保育・教育等

移行支援加算を算定する場合 

ア 退所前６月以内に、移行先施設との間で、退所後の生活

に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後

の生活に関して助言援助等（保育・教育等移行支援）を行

⑮の３ 保育・教育等移行支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の３の保育・教育等移行支援加算につ

いては、移行支援を行ったことにより、指定児童発達支援事業

所又は共生型障害児通所支援事業所を退所して保育所等で受け

入れられるようになった障害児に対して、退所後30日以内に居

宅等を訪問して相談援助を行った場合に、１回を限度として加

算するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 保育・教育等移行支援加算は、訪問日に算定するもの

であること。 

 

 

 



 

115 
 

改 正 後 現  行 

うこと。 

イ 退所前の保育・教育等移行支援については、移行先施設

との間で、こどもや家族の状況や課題の共有を行うととも

に、会議においては、移行に向けて必要な取組等の共有や

連携調整などを行うこと。また、助言援助においては、必

要な環境調整や支援方法の伝達などを行うこと。 

ウ 保育・教育等移行支援については、障害児及び家族の意

向や課題を把握し、あらかじめ通所給付決定保護者の同意

を得た上で、通所支援計画に位置付けて計画的に実施する

こと。 

（二） 通所報酬告示第１の12の４の注２に係る保育・教育等

移行支援加算を算定する場合 

ア 退所後30日以内に、障害児の居宅等を訪問して相談援助

を行うこと。 

イ 相談援助においては、障害児又はその家族等に対して、

移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこ

と。 

（三） 通所報酬告示第１の12の４の注３に係る保育・教育等

移行支援加算を算定する場合 

ア 退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に

助言・援助等を行うこと。 

イ 助言援助においては、移行先施設に対して、移行後の生

活における課題等に関して助言援助を行うこと。 

（四） 退所前の保育・教育等移行支援、退所後の居宅等を訪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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問しての相談援助及び退所後の移行先施設を訪問しての

助言援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日

及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 

（五） 本加算は、退所前の保育・教育等移行支援については

退所日に、また、退所後の援助については実施日（訪問

日）に算定すること。 

（六） （一）から（三）に係る保育・教育等移行支援加算は

、次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、算

定できないものであること。 

ア 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

イ 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合 

ウ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学

校（幼稚園を除く。）へ入学する場合 

エ 死亡退所の場合 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（二） 保育・教育等移行支援加算は、次のアからエまでのい

ずれかに該当する場合には、算定できないものであるこ

と。 

ア 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

イ 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合 

ウ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学

校（幼稚園を除く。）へ入学する場合 

エ 死亡退所の場合 

（三） 保育・教育等移行支援加算の対象となる移行支援及び

相談援助を行った場合は、移行支援及び相談援助を行っ

た日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 

（四） 移行支援の内容は、次のようなものであること。 

ア 具体的な移行を想定した子どもの発達の評価 

イ 合理的配慮を含めた移行に当たっての環境の評価 

ウ 具体的な移行先との調整 

エ 家族への情報提供や移行先の見学調整 

オ 移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝

達 
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カ 子どもの情報・親の意向等についての移行先への伝達 

キ 併行通園の場合は、利用日数や時間等の調整 

ク 移行先の受け入れ体制づくりへの協力 

ケ 相談支援等による移行先ヘの支援 

コ 地域の保育所等や子育て支援サークルとの交流 

⑮の５ 共生型サービス医療的ケア児支援加算の取扱い 

通所報酬告示第１の12の５の共生型サービス医療的ケア児支

援加算については、次のとおり取り扱うこととする。 

（一） 共生型児童発達支援事業所において、看護職員（医療

的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児にあっ

ては、認定特定行為業務従事者を含む。この⑮の５にお

いて同じ。）を１以上配置し、医療的ケア児に対して、

必要な医療的ケアに対応しながら、共生型児童発達支援

を行うこと。 

（二） 地域に貢献する活動を行っている共生型児童発達支援

事業所であること。当該活動の具体的な内容としては、

地域住民へ医療的ケア児に対する理解を促進する啓発活

動、地域の交流の場の設置（開放スペースや交流会等に

より、医療的ケア児と地域のこどもの交流を実施する等

）、保育所等で医療的ケア児の受入が促進されるための

後方支援、地域住民が参加できるイベントやお祭り等の

開催、地域のボランティアの受入や地域活動の実施など

、地域や多世代との関わりを持つためのものとし、医療

的ケア児のインクルージョンの推進に資する活動とする

（新設） 
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こと。 

（三） 医療連携体制加算を算定している場合については、算

定できない。 

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改

善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改

善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容に

ついては、別途通知（「福祉・介護職員処遇改善加算等に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」(令和６年３月26日付け障障発0326第４号、こ支障第86号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども

家庭庁支援局障害児支援課長通知)）を参照すること。 

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改

善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改

善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容に

ついては、別途通知（「福祉・介護職員処遇改善加算等に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（令和４年７月22日付け障障発0722第１号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知））を参照するこ

と。 

（２） 削除 

 

（２） 医療型児童発達支援給付費 

① 家庭連携加算の取扱い 

通所報酬告示第２の２の家庭連携加算については、２の

（１）の⑤を準用する。 

② 事業所内相談支援加算（Ⅰ）の取扱い 

通所報酬告示第２の２の２のイの事業所内相談支援加算

（Ⅰ）については、２の（１）の⑥を準用する。 

③ 事業所内相談支援加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第２の２の２のロの事業所内相談支援加算

（Ⅱ）については、２の（１）の⑥の２を準用する。 

④ 食事提供加算の取扱い 

通所報酬告示第２の３の食事提供加算については、２の
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（１）の➆を準用する。 

⑤ 利用者負担上限額管理加算の取扱い 

通所報酬告示第２の４の利用者負担上限額管理加算について

は、２の（１）の⑧を準用する。 

⑥ 福祉専門職員配置等加算の取扱い 

通所報酬告示第２の５の福祉専門職員配置等加算について

は、２の（１）の⑨を準用する。 

⑦ 欠席時対応加算の取扱い 

通所報酬告示第２の６の欠席時対応加算については、２の

（１）の⑪を準用する。 

⑧ 特別支援加算の取扱い 

通所報酬告示第２の７の特別支援加算については、以下のと

おり取り扱うこととする。 

（一） 言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的

に行った訓練又は心理指導（（二）において「特別支

援」という。）について算定すること。 

（二） 特別支援を行うに当たっては、医療型児童発達支援計

画を踏まえ、障害児ごとに自立生活に必要な日常生活動

作等に係る訓練又は心理指導のための計画（特別支援計

画）を作成し、当該特別支援計画に基づくこと。 

⑧の２ 送迎加算の取扱い 

通所報酬告示第２の７の２の送迎加算については、重症心身

障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所

又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に算定す



 

120 
 

改 正 後 現  行 

るものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 重症心身障害児の送迎については、通所報酬告示第２

の１のロにより評価しているところであるから、本加算

においては送迎にあたり、運転手に加えて指定通所基準

の規定により置くべき職員又は指定発達支援医療機関の

職員（直接支援業務に従事する者に限る。）を１人以上

配置している場合に算定を行うものであること。 

なお、医療的ケアが必要な重症心身障害児に対する送

迎を行う場合には、喀痰吸引等を行うことができる職員

を配置するよう努めること。 

（二） 送迎については、指定医療型児童発達支援事業所又は

指定発達支援医療機関と居宅までの送迎のほか、利用者

の利便性を考慮し、適切な方法で指定医療型児童発達支

援事業所又は指定発達支援医療機関の最寄駅や集合場所

まで行ったものについても、この加算を算定して差し支

えないものであるが、事前に通所給付決定保護者の同意

の上、特定の場所を定めておく必要があることに留意す

ること。 

⑧の３ 保育職員加配加算 

通所報酬告示第２の７の３の保育職員加配加算については、

以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 指定医療型児童発達支援事業所において保育機能の充

実を図るために、医療型児童発達支援給付費の算定に必

要となる員数に加え、児童指導員又は保育士を１人以上
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配置（常勤換算による算定）しているものとして、都道

府県知事に届け出た事業所について加算するものである

こと。 

（二） 通所報酬告示第２の８の３の注2については、指定医

療型児童発達支援事業所のうち定員21人以上の事業所に

おいて、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる

員数に加え、児童指導員又は保育士を２人以上配置（常

勤換算による算定）しているものとして、都道府県知事

に届け出た事業所について（一）に加えて加算するもの

であること。 

⑧の４ 個別サポート加算（Ⅰ）の取扱い 

通所報酬告示第２の２の８のイの個別サポート加算（Ⅰ）に

ついては、２の（１）の⑫の２を準用する。 

⑧の５ 個別サポート加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第２の２の８のロの個別サポート加算（Ⅱ）に

ついては、２の（１）の⑫の３を準用する。 

⑨ 延長支援加算の取扱い 

通所報酬告示第２の９の延長支援加算については、２の

（１）の⑮を準用する。 

⑨の２ 関係機関連携加算の取扱い 

通所報酬告示第２の９の２の関係機関連携加算については、

２の（１）の⑮の２を準用する。 

⑨の３ 保育・教育等移行支援加算の取扱い 

通所報酬告示第２の９の３の保育・教育等移行支援加算につ
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いては、２の（１）の⑮の３を準用する。 

⑩ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改

善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い 

通所報酬告示第２の10、11及び12の福祉・介護職員処遇改善

加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員

等ベースアップ等支援加算については、２の（１）の⑯を準用

する。 

（３） 放課後等デイサービス給付費 

① 放課後等デイサービス給付費の区分 

放課後等デイサービス給付費の区分については、第269号告

示に規定する人員基準、時間区分、就学児の医療的ケア区分及

び利用定員に応じ、算定することとされており、具体的には、

次のとおりであること。 

なお、時間区分及び就学児の医療的ケア区分等の取扱いは一

の（３の２）及び（４の２）を参照すること。 

（３） 放課後等デイサービス給付費 

① 放課後等デイサービス給付費の区分 

放課後等デイサービス給付費の区分については、第269号告

示に規定する人員基準、障害児の障害種別及び利用定員に応

じ、算定することとされており、具体的には、次のとおりであ

ること。 

なお、障害児の医療的ケア区分等により、算定する単位が

（１）から（４）又は（一）から（四）に分かれるが、当該取

扱いは一の（４の２）を参照すること。 

（一） 通所報酬告示第３の１のイを算定する場合 

 

ア （二）に該当しない就学児について算定すること。 

イ 次の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当すること。 

（ⅰ） 指定通所基準第66条第１項の基準を満たしてい

ること。 

（ⅱ） 指定通所基準第66条第４項の基準を満たしてい

ること。 

（一） 通所報酬告示第３の１のイ（１）及びロを算定する場

合 

     ア （二）に該当しない就学児について算定すること。 

     イ 次の（ⅰ）又は（ⅱ）に該当すること。 

（ⅰ） 指定通所基準第66条第１項の基準を満たしてい

ること。 

（ⅱ） 指定通所基準第66条第４項の基準を満たしてい

ること。 




